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条例個人情報ファイル簿（単票）        【企画課・デジタル戦略係】 

個人情報ファイルの名称 スマートフォン教室申込者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
政策企画部企画課 

個人情報ファイルの利用目的 
スマートフォン教室に関する事務において申込者を管理するた

め 

記録項目 

１申込者氏名、２、電話番号 

記録範囲 講座申込者、参加者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市政策企画部企画課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）            【地域魅力創造課・地域戦略推進係】 

個人情報ファイルの名称 空き家情報登録制度利用者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
政策企画部地域魅力創造課 

個人情報ファイルの利用目的 空き家情報登録制度関係の事務を行うために利用する。 

記録項目 

１申請者氏名、２郵便番号、３住所、４空き家の所在地、５電

話番号、６メールアドレス、７銀行口座 

記録範囲 空き家情報登録制度を利用した者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市政策企画部地域魅力創造課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）            【地域魅力創造課・地域戦略推進係】 

個人情報ファイルの名称 移住支援金申請者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
政策企画部地域魅力創造課 

個人情報ファイルの利用目的 移住支援金関係の事務を行うために利用する。 

記録項目 

１申請者氏名、２郵便番号、３住所、４電話番号、５メールア

ドレス、６通学区間、７学校名、８銀行口座 

記録範囲 移住支援金の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市政策企画部地域魅力創造課 

（所在地）館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）            【地域魅力創造課・地域戦略推進係】 

個人情報ファイルの名称 市有地活用移住定住支援金申請者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
政策企画部地域魅力創造課 

個人情報ファイルの利用目的 市有地活用移住定住支援金関係の事務を行うために利用する。 

記録項目 

１申請者氏名、２郵便番号、３住所、４電話番号、５メールア

ドレス、６銀行口座 

記録範囲 市有地活用移住定住支援金の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市政策企画部地域魅力創造課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日  
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条例個人情報ファイル簿（単票）          【地域魅力創造課・政策地域戦略推進係】 

個人情報ファイルの名称 定住促進通学支援金申請者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
政策企画部地域魅力創造課 

個人情報ファイルの利用目的 定住促進通学支援金関係の事務を行うために利用する。 

記録項目 

１申請者氏名、２郵便番号、３住所、４電話番号、５メールア

ドレス、６銀行口座 

記録範囲 定住促進通学支援金の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市政策企画部地域魅力創造課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）           【地域魅力創造課・地域戦略推進係】 

個人情報ファイルの名称 空き家利活用助成金申請者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
政策企画部地域魅力創造課 

個人情報ファイルの利用目的 空き家利活用助成金関係の事務を行うために利用する。 

記録項目 

１申請者氏名、２郵便番号、３住所、４電話番号、５メールア

ドレス、６銀行口座 

記録範囲 空き家利活用助成金の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市政策企画部地域魅力創造課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）           【地域魅力創造課・地域戦略推進係】 

個人情報ファイルの名称 移住定住ウェルカム支援金申請者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
政策企画部地域魅力創造課 

個人情報ファイルの利用目的 移住定住ウェルカム支援金関係の事務を行うために利用する。 

記録項目 

１申請者氏名、２郵便番号、３住所、４電話番号、５メールア

ドレス、６銀行口座 

記録範囲 移住定住ウェルカム支援金の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市政策企画部地域魅力創造課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）             【地域魅力創造課・地域戦略推進係】 

個人情報ファイルの名称 館林市出会い創出支援金申請者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
政策企画部地域魅力創造課 

個人情報ファイルの利用目的 館林市出会い創出支援金関係の事務を行うために利用する。 

記録項目 

１申請者氏名、２郵便番号、３住所、４電話番号、５メールア

ドレス、６銀行口座 

記録範囲 館林市出会い創出支援金の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市政策企画部地域魅力創造課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）            【地域魅力創造課・地域戦略推進係】 

個人情報ファイルの名称 地方就職学生支援金申請者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
政策企画部地域魅力創造課 

個人情報ファイルの利用目的 地方就職学生支援金関係の事務を行うために利用する。 

記録項目 

１申請者氏名、２郵便番号、３住所、４電話番号、５メールア

ドレス、６銀行口座 

記録範囲 地方就職学生支援金の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市政策企画部地域魅力創造課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



10 

条例個人情報ファイル簿（単票）            【地域魅力創造課・地域戦略推進係】 

個人情報ファイルの名称 移住相談会参加者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
政策企画部地域魅力創造課 

個人情報ファイルの利用目的 移住関係の事務を行うために利用する。 

記録項目 

１相談者氏名、２郵便番号、３住所、４電話番号、５メールア

ドレス 

記録範囲 移住相談会に参加した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市政策企画部地域魅力創造課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日  



11 

条例個人情報ファイル簿（単票）             【地域魅力創造課・地域戦略推進係】 

個人情報ファイルの名称 移住定住促進通勤支援金申請者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
政策企画部地域魅力創造課 

個人情報ファイルの利用目的 定住促進通勤支援金関係の事務を行うために利用する。 

記録項目 

１申請者氏名、２郵便番号、３住所、４電話番号、５メールア

ドレス、６通勤区間、７勤務先企業名、８銀行口座 

記録範囲 定住促進通勤支援金の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市政策企画部地域魅力創造課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課 市民税係 

個人情報ファイルの名称 家屋敷課税管理リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税の課税業務のため 

記録項目 

１調査担当者、２資産番号、３所有者コード、４課税コード、

５居住者、６家屋所有者情報（氏名・カナ氏名・生年月日・住

民登録地）、７家屋の住居表示、８建築年月日、９過年度課税

状況 

記録範囲 本市に家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない者 

記録情報の収集方法 本人、自治体への照会、徴税吏員による調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 納税課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



13 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課 市民税係 

個人情報ファイルの名称 事業所課税管理リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税の課税業務のため 

記録項目 

１宛名番号、２事業所情報（名称・カナ名称・所在地）、４代

表者情報（氏名・生年月日・住民登録地）、５過年度課税状

況、６税申告の有無、７営業確認状況、８住民税課税資料照会

状況 

記録範囲 
本市で事務所又は事業所を有する個人で、市内に住所を有しな

い者 

記録情報の収集方法 
税の申告書等及び法定調書（国税関係資料を含む）、自治体へ

の照会、徴税吏員による調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 納税課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



14 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課 市民税係 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税（種別割）課税保留等処理簿兼索引簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税（種別割）の課税業務のため 

記録項目 

１課税年度、２整理番号、３車両番号又は標識番号、４所有者

の住所・氏名、５使用者の住所・氏名、６軽自動車税（種別

割）額、７該当事由、８課税保留始期及び処理日、９課税取消

年度及び処理日 

記録範囲 軽自動車税（種別割）課税保留等対象車両等所有者及び使用者 

記録情報の収集方法 軽自動車税（種別割）申告（報告）書、使用不能申告書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 納税課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課 市民税係 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税（種別割）賦課誤謬分台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税（種別割）の課税業務のため 

記録項目 

１賦課取消年度、２宛名番号、３種別、４税額、５車両番号、

６住所、７氏名、８事由（解体/滅失/申告書遅延等）、９入力

日、１０調定年度 

記録範囲 軽自動車税（種別割）賦課取消し対象者 

記録情報の収集方法 
軽自動車税（種別割）申告（報告）書、廃車申告書及び使用不

能申告書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課 市民税係 

個人情報ファイルの名称 館林邑楽たばこ税対策協議会会員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 館林邑楽たばこ税対策協議会事務のため 

記録項目 

１役職名、２職名、３氏名、４住所又は勤務先、５電話番号 

記録範囲 館林邑楽たばこ税対策協議会会員及び事務局員 

記録情報の収集方法 本人又は所属機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 本人 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）               【課名・係名】納税課・収納係 

個人情報ファイルの名称 交付要求リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部納税課 

個人情報ファイルの利用目的 交付要求を管理するため 

記録項目 

１事件番号、２住所（所在）、３個人コード、４氏名（名

称）、５フリガナ、６交付要求年月日、７税目別交付要求額

（滞納繰越、現年）、８延滞金（滞納繰越、現年）、９総計、

10 交付要求年、11 配当額 

記録範囲 交付要求をした者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム等、裁判所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】納税課・収納係 

個人情報ファイルの名称 不動産差押一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部納税課 

個人情報ファイルの利用目的 不動産差押を管理するため 

記録項目 

１個人コード、２氏名（名称）、３フリガナ、４住所、５種

別、６差押財産、７滞納額 

記録範囲 不動産差押をした者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム等、法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



19 

条例個人情報ファイル簿（単票）               【課名・係名】納税課・収納係 

個人情報ファイルの名称 生命保険差押リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部納税課 

個人情報ファイルの利用目的 生命保険差押を管理するため 

記録項目 

１個人コード、２氏名（名称）、３フリガナ、４住所、５処分

年月日、６種別、７第三債務者 

記録範囲 生命保険差押をした者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム等、保険会社 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



20 

条例個人情報ファイル簿（単票）               【課名・係名】納税課・収納係 

個人情報ファイルの名称 継続取立債権差押一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部納税課 

個人情報ファイルの利用目的 給与及び年金差押を管理するため 

記録項目 

１宛名番号、２氏名、３フリガナ、４住所、５債務者、６給与

日、７入金日、８取立種別 

記録範囲 給与又は年金差押をした者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム等、勤務先、日本年金機構 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



21 

条例個人情報ファイル簿（単票）               【課名・係名】納税課・収納係 

個人情報ファイルの名称 転送者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部納税課 

個人情報ファイルの利用目的 通知発送事務を行うため 

記録項目 

１個人コード、２課税対象者、３転送者宛名、４まちコード、

５課税住所、６郵便番号、７市町村名、８転送先住所、９方書 

記録範囲 市税等の納税義務者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



22 

条例個人情報ファイル簿（単票）               【課名・係名】納税課・収納係 

個人情報ファイルの名称 徴収猶予（特例）一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部納税課 

個人情報ファイルの利用目的 徴収猶予を管理するため 

記録項目 

１宛名番号、２区分、３業種、４氏名（名称）、５フリガナ、

６住所、７申請年月日、８許可・不許可・取下、９許可年月

日、10 猶予期限、11 納付確認、12 口座振替、13 処分（内訳、

種別）、14 徴収猶予税額内訳（市県民税、固定資産税都市計

画税、軽自動車税、国民健康保険税、合計） 

記録範囲 徴収猶予を申請した者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



23 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】出納室・出納係 

個人情報ファイルの名称 不動産使用料の支払調書 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
出納室 

個人情報ファイルの利用目的 税務署に申告を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 個人番号、4 市から支払いを受ける物件の所

在地、5 物件の細目、6 物件の面積、7 物件の借料 

記録範囲 
当市より不動産の支払いが行われる者（一定の要件を満たした

者に限る） 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市出納室 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 



24 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総務課・法規統計係 

個人情報ファイルの名称 統計調査員協力調査員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 統計協力調査員の管理及び統計調査の実施 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４地区、５電話番号、６生年月日、

７年齢、８職業、９統計調査従事履歴、１０表彰受賞履歴 

記録範囲 統計調査協力調査員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 館林市統計調査員協議会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



25 

条例個人情報ファイル簿（単票）    【課名・係名】選挙管理委員会事務局（総務課・総務係） 

個人情報ファイルの名称 検察審査員候補者予定者名簿 

行政機関等の名称 館林市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市選挙管理委員会 

個人情報ファイルの利用目的 検察審査員候補者予定者の選定を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍 

記録範囲 選挙人名簿に登録されている者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳から抽出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 前橋検察審査会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市選挙管理委員会 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



26 

条例個人情報ファイル簿（単票）    【課名・係名】選挙管理委員会事務局（総務課・総務係） 

個人情報ファイルの名称 裁判員候補者予定者名簿 

行政機関等の名称 館林市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市選挙管理委員会 

個人情報ファイルの利用目的 裁判員候補者予定者の選定を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍 

記録範囲 選挙人名簿に登録されている者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳から抽出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 前橋地方裁判所 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市選挙管理委員会 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



27 

条例個人情報ファイル簿（単票）    【課名・係名】選挙管理委員会事務局（総務課・総務係） 

個人情報ファイルの名称 投開票及び選挙立会人名簿 

行政機関等の名称 館林市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市選挙管理委員会 

個人情報ファイルの利用目的 
選挙執行における投開票立会人及び選挙立会人の選任に関する

事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４年齢、５性別、６所属党派 

記録範囲 投開票立会人、選挙立会人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市選挙管理委員会 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



28 

条例個人情報ファイル簿（単票）    【課名・係名】選挙管理委員会事務局（総務課・総務係） 

個人情報ファイルの名称 在外選挙人名簿 

行政機関等の名称 館林市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市選挙管理委員会 

個人情報ファイルの利用目的 在外選挙人名簿の調製に関する事務を行うため 

記録項目 

１最終住所又は申請の時における本籍、２氏名、３生年月日、

４性別、５登録日、６経由領事館の名称等、７在外選挙人証の

交付番号 

記録範囲 在外選挙人 

記録情報の収集方法 本人、領事館 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市選挙管理委員会 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



29 

条例個人情報ファイル簿（単票）    【課名・係名】選挙管理委員会事務局（総務課・総務係） 

個人情報ファイルの名称 郵便等投票証明書交付簿 

行政機関等の名称 館林市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市選挙管理委員会 

個人情報ファイルの利用目的 郵便等投票証明書の交付に関する事務を行うため 

記録項目 

１生年月日、２氏名、３性別、４住所 

記録範囲 申請者、代理記載人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市選挙管理委員会 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



30 

条例個人情報ファイル簿（単票）    【課名・係名】選挙管理委員会事務局（総務課・総務係） 

個人情報ファイルの名称 公職選挙法第 11 条該当者（停止中）名簿 

行政機関等の名称 館林市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市選挙管理委員会 

個人情報ファイルの利用目的 公職選挙法第 11 条に関する事務 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４刑終了予定日等、５生年月日 

記録範囲 公職選挙法第 11 条該当者 

記録情報の収集方法 該当者本籍地の市長村戸籍担当部署 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市選挙管理委員会 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



31 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【安全安心課・交通防犯係】 

個人情報ファイルの名称 駐輪場契約者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部安全安心課 

個人情報ファイルの利用目的 自転車等駐車場契約者の確認のため 

記録項目 

１住所、２氏名、３電話番号 

記録範囲 駐車場契約者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部安全安心課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



32 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【安全安心課・交通防犯係】 

個人情報ファイルの名称 自転車等駐車場定期使用申請書 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部安全安心課 

個人情報ファイルの利用目的 自転車等駐車場契約者の確認のため 

記録項目 

１住所 ２氏名 ３電話番号 ４勤務先又は学校、５時電車の

防犯登録番号、６車体番号 

記録範囲 駐車場契約者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部安全安心課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



33 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【安全安心課・防災危機管理係】 

個人情報ファイルの名称 個別避難計画 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部安全安心課 

個人情報ファイルの利用目的 個別避難計画に基づく災害時支援を行うため 

記録項目 

１要支援者情報（カナ氏名、氏名、生年月日、年齢、住所、性

別、電話番号、同居家族）、２避難支援者情報、３避難時配慮

事項、４通院情報、５介護サービス利用状況、６避難生活時留

意事項 

記録範囲 個別避難計画の作成に同意した者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、その他認定関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 避難支援者、介護事業所及び障がい事業所 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部安全安心課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



34 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【安全安心課・交通防犯係】 

個人情報ファイルの名称 返納タクシー券交付 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部安全安心課 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者運転免許自主返納支援事業のため 

記録項目 

１住所、２氏名、３電話番号、４性別 

記録範囲 市内居住の運転免許を自主返納した７０歳以上の者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部安全安心課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



35 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【安全安心課・交通防犯係】 

個人情報ファイルの名称 無料定期券交付台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部安全安心課 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者路線バス無料定期券交付事務のため 

記録項目 

１住所、２氏名、３電話番号、４年齢、５性別 

記録範囲 
市内居住の７０歳以上で、運転免許及び自動車を持たず、かつ

自動車を運転できる者と同居していない者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部安全安心課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



36 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【安全安心課・交通防犯係】 

個人情報ファイルの名称 館林市高齢者路線バス無料定期券交付申請書 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部安全安心課 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者路線バス無料定期券交付事務のため 

記録項目 

１住所、２氏名、３電話番号、４生年月日、５年齢、６性別 

記録範囲 
市内居住の７０歳以上で、運転免許及び自動車を持たず、かつ

自動車を運転できる者と同居していない者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部安全安心課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



37 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【安全安心課・防災危機管理係】 

個人情報ファイルの名称 感震ブレーカー補助金申請書類 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部安全安心課 

個人情報ファイルの利用目的 感震ブレーカー等設置費補助金交付事務を行うため 

記録項目 

１住所、２氏名、３電話番号、４口座情報 

記録範囲 感震ブレーカー等設置費補助申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部安全安心課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



38 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【安全安心課・防災危機管理係】 

個人情報ファイルの名称 戸別受信機等借用申請書 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部安全安心課 

個人情報ファイルの利用目的 戸別受信機等借用事務を行うため 

記録項目 

１住所、２氏名、３生年月日、４世帯員情報 

記録範囲 戸別受信機等借用申請者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部安全安心課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



39 

条例個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】共生社会推進課・多文化共生係 

個人情報ファイルの名称 中学生海外派遣団員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部共生社会推進課 

個人情報ファイルの利用目的 中学生海外派遣事業実施のため 

記録項目 
１学校名、２クラス、３氏名、４性別、５住所、６生年月日、

７保護者名、８健康面 

記録範囲 中学生海外派遣事業申込者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ─ 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
─ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
─ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



40 

条例個人情報ファイル簿（単票）          課名・係名】共生社会推進課・多文化共生係 

個人情報ファイルの名称 館林市男女共同参画審議会委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部共生社会推進課 

個人情報ファイルの利用目的 館林市男女共同参画審議会の運営のため 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６選出区

分 

記録範囲 館林市男女共同参画審議会委員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



41 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】共生社会推進課市民相談係 

個人情報ファイルの名称 市民の声管理システム 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部共生社会推進課 

個人情報ファイルの利用目的 市民からの意見、要望、苦情等を全庁的に把握するため 

記録項目 

１受付年月日、２受付方法、３申出者氏名、４申出者年齢、５

申出者性別、６申出者住所、７申出者電話番号、８申出者

ファックス番号、９申出者メールアドレス、１０申出内容（要

配慮個人情報を含む場合あり） 

記録範囲 市民の声申出者 

記録情報の収集方法 申出者本人（匿名も可としている） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 市民の声回答・供覧該当課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



42 

条例個人情報ファイル簿（単票）         【課名・係名】共生社会推進課・多文化共生係 

個人情報ファイルの名称 館林市人権教育・啓発に関する基本計画推進懇談会委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部共生社会推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
館林市人権教育・啓発に関する基本計画推進懇談会の運営のた

め 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６所属団

体での役職名、７選出区分 

記録範囲 館林市人権教育・啓発に関する基本計画推進懇談会委員 

記録情報の収集方法 所属団体事務局からの推薦書による 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



43 

条例個人情報ファイル簿（単票）         【課名・係名】共生社会推進課・多文化共生係 

個人情報ファイルの名称 人権擁護委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部共生社会推進課 

個人情報ファイルの利用目的 人権擁護委員の推薦のため 

記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号 

記録範囲 人権擁護委員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



44 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】共生社会推進課・市民相談係 

個人情報ファイルの名称 おくやみ相談窓口予約管理システム 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部共生社会推進課 

個人情報ファイルの利用目的 おくやみ相談窓口予約管理のため 

記録項目 

死亡者の相続人について 

１死亡者との続柄 ２氏名 ３住所 ４電話番号 

 

相続人から委任を受けた相談者情報 

１相続にから見た続柄 ２氏名 ３住所 ４電話番号 

記録範囲 
おくやみ相談窓口予約者本人 

予約者本人から委任を受けたもの 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
- 

記録情報の経常的提供先 おくやみ手続き関係課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
- 

備考 
 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 

 



45 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】共生社会推進課・地域づくり係 

個人情報ファイルの名称 区長・副区長名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部共生社会推進課 

個人情報ファイルの利用目的 区長協議会運営事務 

記録項目 

１地区名、２行政区名、３氏名、４性別、５住所、６電話番

号、７生年月日、８年齢、９就任年数 

記録範囲 区長・副区長 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市市民環境部共生社会推進課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



46 

条例個人情報ファイル簿（単票）         【課名・係名】共生社会推進課・地域づくり係 

個人情報ファイルの名称 次世代を担う地域リーダー育成事業受講者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部共生社会推進課 

個人情報ファイルの利用目的 次世代を担う地域リーダー育成事業実施のため 

記録項目 

１受講者氏名  

２住所  

３電話番号  

４メールアドレス  

５生年月日 

記録範囲 講座申込者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
- 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



47 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・戸籍係 

個人情報ファイルの名称 民刑名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 犯歴事務のため 

記録項目 

１本籍地、２筆頭者、３氏名、４生年月日、５住所、６犯歴 

記録範囲 
本籍を有する者で罰金刑以上の刑に処する有罪の確定裁判の言

渡しを受けたもの 

記録情報の収集方法 検察庁からの通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 検察庁、関連自治体 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☐有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



48 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・交付申請係 

個人情報ファイルの名称 支援措置申出書綴 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳事務における支援措置対応のため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５前住所以前、６

本籍、７前本籍以前、８支援期間、９固定資産所有の有無 

記録範囲 
支援措置申出書を提出した者及び併せて支援を求める者、相手

方、代理人 

記録情報の収集方法 申出者本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 子育て支援課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



49 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・交付申請係 

個人情報ファイルの名称 支援措置受付簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳事務における支援措置対応のため 

記録項目 

１申出日、２氏名、３住所、４生年月日、５郵便番号、６支援

期間、７併支援者、８転送先自治体、９相手方氏名 

記録範囲 
支援措置申出書を提出した者及び併せて支援を求める者、相手

方、代理人 

記録情報の収集方法 申出者本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



50 

・係名】市民課・交付申請係 

個人情報ファイルの名称 支援措置申出者本人確認書類ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳事務における支援措置対応のため 

記録項目 

１本人確認書類（運転免許証等）の写し 

記録範囲 支援措置申出書を提出した者または代理人 

記録情報の収集方法 申出者本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



51 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・交付申請係 

個人情報ファイルの名称 個人番号カード企業出張申請受付済名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
個人番号カード交付事務における申請時来庁方式での申請者を

確認、通知先一覧として宛名を利用するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５郵便番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 申請者本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



52 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・交付申請係 

個人情報ファイルの名称 館林市自衛隊家族会会員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 自衛官募集事務のため 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 館林市自衛隊家族会員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 館林市自衛隊家族会役員 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☐有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



53 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境政策係 

個人情報ファイルの名称 館林市環境賞受賞者名簿（団体・個人） 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部地球環境課 

個人情報ファイルの利用目的 環境賞被顕彰対象者の調査のため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日・年齢、5 電話番号、6 

職業 

記録範囲 被顕彰対象者 

記録情報の収集方法 本人又は推薦者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



54 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境政策係 

個人情報ファイルの名称 館林市脱炭素ライフスタイル推進補助金交付者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部地球環境課 

個人情報ファイルの利用目的 補助金交付のため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



55 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境政策係 

個人情報ファイルの名称 環境審議会委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部地球環境課 

個人情報ファイルの利用目的 
環境審議会委員の開催に関すること、その他関係事項連絡のた

め 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日・年齢、5 電話番号、6 職

業 

記録範囲 環境審議会委員、委員応募者 

記録情報の収集方法 環境審議会委員、委員応募者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



56 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境政策係 

個人情報ファイルの名称 太陽光発電施設設置者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部地球環境課 

個人情報ファイルの利用目的 

太陽光発電施設の設置に関し、設置する者が近隣住民の安全や

周辺環境等に配慮するとともに市及び近隣住民等に対して事業

計画内容を事前に明らかにするため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 設置場所、5 敷地面積、6 発電

事業者住所、7 発電事業者氏名 

記録範囲 設置者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



57 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 仕様書・届出受理簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 浄化槽設置届等の受理及び合併処理浄化槽補助金管理のため 

記録項目 

当市内に設置されている（予定含む）浄化槽の以下のデータ 

1 設置場所の住所、2 設置者の住所・氏名、3 処理対象人員（人

槽）、4 建物用途、5 補助金申請者の電話番号、6 補助金額、7 実使

用人数、8延床面積 

記録範囲 申請者本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



58 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 館林市雨水貯留及び浸透施設設置補助金受付票 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 雨水貯留及び浸透施設設置補助金交付のため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 設置物、5 設置費用、6 補助金

額 

記録範囲 申請者本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



59 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 館林市犬及び猫の避妊又は断種手術費補助金受付簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 犬及び猫の避妊又は断種手術費補助金交付のため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 補助対象の種別、5 補助対象の

性別、6 補助金額、7 補助対象の名前、8（補助対象が犬の場

合）登録番号、9（補助対象の犬の場合）今年度の予防注射番

号、10 補助金の振込先情報（銀行名・支店名・口座種別・口

座番号、名義人、申請者本人との続柄） 

記録範囲 申請者本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



60 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 清掃記録簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 浄化槽清掃業許可及び清掃実績確認のため 

記録項目 

1 清掃年月日、2 管理者氏名、3 設置場所、4 人槽、5 引出量、

6 機種型式、7 単独処理浄化槽・合併処理浄化槽の別、8 従業員の

職種、9 従業員の住所、10 従業員の氏名、11 従業員の生年月日、12

従業員の住民票の写し、13従業員の免許証のコピー 

記録範囲 清掃依頼者、許可業者及び従業員 

記録情報の収集方法 清掃許可業者、本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



61 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 スズメバチ駆除受付票 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 スズメバチ駆除処理業務のため 

記録項目 

1 申込者氏名、2 住所、3 電話番号、4 巣の場所 

記録範囲 申請者本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374－8501 館林市城町 1－1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



62 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 食品放射線物質検査申請書 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 食品放射線物質検査事務のため 

記録項目 

1 申請者氏名、2 住所、3 電話番号、4 採取場所、5 採取者名 

記録範囲 申込者本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



63 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 鳥獣捕獲許可申請書 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 鳥獣捕獲許可のため 

記録項目 

1 申込者氏名、2 住所、3 電話番号、4 職業、5 生年月日、6 捕

獲の種類及び数量、7 捕獲目的、8 捕獲期間、9 捕獲区域、10

捕獲方法 

記録範囲 申請者本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374－8501 館林市城町 1－1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



64 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 館林市放射線量測定器借用申請書 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 放射線量測定器貸出事務のため 

記録項目 

1 申請者氏名、2 住所、3 電話番号、4 使用場所 

記録範囲 申込者本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



65 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 土砂条例届出一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 土砂条例届出事務のため 

記録項目 

1 届出年度、2 申請者名、3 目的、4 埋立場所、5 埋立面積、6

搬出場所、7 事業期間、8 完了日 

記録範囲 申請者本人、施工業者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



66 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 移動火葬業等許可・届出事業者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 ペット霊園及びペット火葬業の許可申請事務のため 

記録項目 

1 業者（申請者）名、2 屋号、3 事業者所在地、4 霊園・事務所

所在地、5 許可番号、6 許可日 

記録範囲 申請者本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



67 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 クビアカツヤカミキリ被害木樹幹注入処理受付票 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 クビアカツヤカミキリ被害木薬剤樹幹注入受付業務のため 

記録項目 

1 申込者氏名、2 住所、3 電話番号、4 対象樹木の所在地、5 幹

周 

記録範囲 申込者本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



68 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 防除用品棚卸表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 クビアカツヤカミキリ防除用品配布事務のため 

記録項目 

1 申請者氏名、2 実施場所、3 樹種、4 本数 

記録範囲 申請者本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



69 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・環境保全係 

個人情報ファイルの名称 館林市環境保健委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 環境保全係 

個人情報ファイルの利用目的 館林市環境保健委員の管理のため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 生年月日、5 就任年月日、6 役

職、7 受持ち世帯数 

記録範囲 委員本人 

記録情報の収集方法 推薦区長、本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



70 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・資源対策係 

個人情報ファイルの名称 一般廃棄物処理業許可業者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 資源対策係 

個人情報ファイルの利用目的 一般廃棄物処理業許可申請を審査するため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日・年齢、4 電話番号、5 本籍・国

籍、6 資格、7 財産・収入、8 納税状況、9 犯罪歴その他社会

的差別の原因となるおそれのある事項 

記録範囲 許可申請者、従業員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



71 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・資源対策係 

個人情報ファイルの名称 団体登録・債権者依頼データベース 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 資源対策係 

個人情報ファイルの利用目的 集団回収実施団体に助成金を交付するため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 取引銀行口座 

記録範囲 集団回収登録団体代表者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



72 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・資源対策係 

個人情報ファイルの名称 ごみ減量化器具集計表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 資源対策係 

個人情報ファイルの利用目的 ごみ減量化器具購入者に助成金を交付するため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号 

記録範囲 助成金交付申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



73 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・資源対策係 

個人情報ファイルの名称 ごみゼロ館リユース品オークション開札結果 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 資源対策係 

個人情報ファイルの利用目的 リユース品落札者に納入通知書を送付するため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号 

記録範囲 入札者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



74 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・資源対策係 

個人情報ファイルの名称 審議会委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 資源対策係 

個人情報ファイルの利用目的 委員を委嘱し、会議の開催を通知するため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日・年齢、5 電話番号、6 職

業 

記録範囲 応募者、委員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



75 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・資源対策係 

個人情報ファイルの名称 廃棄物減量等推進員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 資源対策係 

個人情報ファイルの利用目的 推進員を委嘱し、会議の開催を通知するため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 性別 

記録範囲 推進員（区長、副区長、環境保健委員、地区推薦員） 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



76 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】地球環境課・資源対策係 

個人情報ファイルの名称 苦情対応記録 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民環境部 地球環境課 資源対策係 

個人情報ファイルの利用目的 違反ごみ等の苦情対応のため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号 

記録範囲 苦情者、違反者、廃棄物減量等推進員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課法規統計係 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



77 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課社会係 

個人情報ファイルの名称 サンタクロース会奨学生名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 奨学金供与のための資格審査を行うため 

記録項目 

1 奨学生氏名、2 住所、3 生年月日 4 就学状況、4 学業成績、 

5 家族構成、6 世帯月収額 

記録範囲 奨学金供与対象者 

記録情報の収集方法 本人、就学先への照会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



78 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課社会係 

個人情報ファイルの名称 サンタクロース会体操着贈呈者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 中学校体操着贈呈のための資格審査を行うため 

記録項目 

1 奨学生氏名、2 住所、3 生年月日、4 就学状況、5 家庭の収入

状況、6 体操着サイズ 

 

記録範囲 中学校体操着贈呈対象者 

記録情報の収集方法 本人、所属小学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



79 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課社会係 

個人情報ファイルの名称 日本赤十字社法人会費納入簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 日本赤十字社法人会費納入者の管理のため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 法人会費納入金額、5 表彰歴 

6 会費納入方法 

記録範囲 日本赤十字社法人会費納入者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



80 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課社会係 

個人情報ファイルの名称 戦没者の遺族に対する特別弔慰金申請台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
戦争犠牲者の遺族等に対する特別弔慰金又は給付金を支給する

ための申請受付を行うため 

記録項目 

1 戦没者氏名、2 戦没者生年月日、3 戦没者死亡年月日、4 戦没

者本籍、5 請求者氏名、6 請求者住所、7 請求者生年月日、8 請

求者電話番号、9 戦没者遺族の現況 

記録範囲 特別弔慰金又は給付金請求者、請求の対象となる戦争犠牲者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



81 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課社会係 

個人情報ファイルの名称 民生委員・児童委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 市民の福祉に関する困りごと相談や見守りを行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号 

記録範囲 
見守りを必要とする者、相談を必要とする者、福祉関係機関、

学校、行政区 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



82 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 生活保護者ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 保護決定、保護金品の支給等に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 電話番号、5 生年月日、6 本籍、7

続柄、8 世帯員状況、9 前住所地、10 通知先、11 障害、12 財

産状況、13 収入、14 公的扶助、15 保護開始年月日、16 保護停

廃止年月日、17 家賃額、18 勤労状況、19 他法、20 扶養義務状

況、21 担当民生委員、22 生活保護費支給額、23 生活保護費支

払状況 

記録範囲 生活保護受給対象者（停廃止者含む） 

記録情報の収集方法 本人、同意に基づく調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



83 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 ケース診断会議録 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 ケース診断会議の実施状況を管理するため 

記録項目 

1 ケース番号、2 担当者名、3 対象者（氏名、住所、電話番号）、4 検討会開催

理由、5 世帯員（氏名、続柄、生年月日、年齢、勤務先等、就労収入月額、就

労以外の収入月額、身体及び他方の状況）、6 扶養義務者の状況（氏名、続

柄、年齢、性別、住所、扶養の可否）、7 住居、8 資産、9 担当者所見、10 生

活歴、指導経過、現在の処遇状況等、11 診断日、12 出席者、13 問題点、14 検

討内容、15 診断結果・処遇方針 

記録範囲 生活保護受給対象者（停廃止者含む） 

記録情報の収集方法 本人、同意に基づく調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



84 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 申請受理簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護申請者の申請状況を管理するため 

記録項目 

1 文書収受日、2 文書収受番号、3 期日、4 氏名、5 居住地区、

6 処理状況 

記録範囲 生活保護申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



85 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 世帯分離台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護受給者の世帯分離について管理するため 

記録項目 

1 氏名、2 世帯員氏名、3 続柄、4 性別、5 生年月日、6 世帯分

離区分、7 分離年月日 

記録範囲 生活保護受給者のうち、世帯分離した世帯 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



86 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 年金加入状況管理進行表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護受給者の年金加入状況を管理するため 

記録項目 

1 ケース番号、2 地区、3 世帯類型、4 世帯人員、5 婚姻歴の有無、6 保護開始

年月日、7 氏名、8 生年月日、9 年齢、10 国民年金納付月数、11 法定・申請免

除期間、12 厚生年金納付月数、13 調査年月日、14 脱退手当金受給年月日、15

年金受給資格までの不足月数、16 年金受給資格を得た際の受給額、17 国民年

金任意加入制度の検討、18 障害年金（受給の有無、確認年月日）、19 障害手

帳取得年月日、20 備考 

記録範囲 
老齢年金を収入認定していない者で当該年度に 60 歳以上にな

る生活保護受給者 

記録情報の収集方法 本人、同意に基づく調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



87 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 資産（不動産）保有台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護受給者の資産保有状況を管理するため 

記録項目 

1 ケース番号、2 氏名、3 生年月日、4 地区名、5 年齢、6 世帯

員数、7 担当ＣＷ、8 土地（所在地、面積、固定資産評価

額）、9 建物（所在地、面積、固定資産評価額）、10 固定資産

評価額合計、11 容認開始日、12 貸付検討の要否、13 備考 

記録範囲 資産（不動産）を保有している生活保護受給者 

記録情報の収集方法 本人、同意に基づく調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



88 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 法第 63 条適用及び返還金決定 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護受給者の法第 63 条返還状況を管理するため 

記録項目 

1 年度、2 ケース番号、3 氏名、4 調定額、5 備考、6 決済日、7

担当者、8 納付方法、9 完済日 

記録範囲 法第 63 条返還に該当する生活保護受給者 

記録情報の収集方法 本人、同意に基づく調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



89 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 法第 78 条適用及び徴収金決定 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護受給者の法第 78 条徴収状況を管理するため 

記録項目 

1 年度、2 ケース番号、3 氏名、4 調定額、5 備考、6 決済日、7

担当者、8 納付状況、9 完済日 

記録範囲 法第 78 条徴収に該当する生活保護受給者 

記録情報の収集方法 本人、同意に基づく調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



90 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 就労・求職状況管理台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護受給者の就労・求職状況を管理するため 

記録項目 

1 ケース番号、2 氏名、3 稼働能力活用に係る処遇方針、4 月別

稼働能力活用状況、5 停廃止年月日 

記録範囲 就労・求職活動をしている生活保護受給者 

記録情報の収集方法 本人、就労支援員 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



91 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 債権管理台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護受給者の債権納入記録を管理するため 

記録項目 

1 ケース番号、2 世帯主氏名、3 住所、4 返還等対象者、5 返還

等対象者の住所、6 保護開始年月日、7 保護廃止年月日、8 返

還金等が発生した理由、9 調定金額（内訳、合計）、10 調定

日、11 納期限、12 督促日、13 年度、14 納入年月日、15 納入

金額（内訳、合計）、16 残額（内訳、合計）、17 備考 

記録範囲 債権がある生活保護受給者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



92 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 面接相談記録 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活に困窮して相談に来た者の面接相談記録を管理するため 

記録項目 

1 面接年月日、2 面接者、3 要保護者（氏名、構成、住所、電

話）、4 相談者（氏名、関係、住所、電話）、5 相談回数、6

保護歴有無、7 来訪目的（相談内容）、8 助言内容、9 急迫状

態、10 制度説明、11 申請意志、12 面接結果 

記録範囲 面接相談した生活困窮者 

記録情報の収集方法 本人、相談者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



93 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 取下・却下一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護の申請取下、却下を管理するため 

記録項目 

1 検討内容、2 日付、3 ケース番号、4 氏名、5 理由、6 備考 

記録範囲 生活保護申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



94 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 暴力団員等に係る警察への照会状況が確認できる台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
生活保護受給者の暴力団員等に係る警察への照会状況を管理す

るため 

記録項目 

1 ケース番号、2 氏名、3 保護開始日、4 地区、5 該当項目（何

時頃暴力団組員だったか等、逮捕歴）、6 警察への照会（年月

日、照会先、回答内容） 

記録範囲 元暴力団組員であった生活保護受給者 

記録情報の収集方法 本人、警察 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



95 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 法第 73 条県費負担金実績報告綴り 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護受給者の 73 条県費負担の記録を管理するため 

記録項目 

1 ケース№、2 氏名、3 年月日、4 施設区分、5 入所・入院施設

6 備考 

記録範囲 73 条県費負担の該当となった生活保護受給者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



96 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 みなし２号調査判定委託対象者一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
生活保護者の内、40 歳以上 65 歳未満の介護保険の被保険者で

ない者で要介護認定調査を依頼した状況を管理するため 

記録項目 

1 ケース番号、2 新被保番、3 氏名、4 生年月日、5 年齢、6 介

護度、7 有効期間、8 生保開始日、9 審査依頼日、10 新規・変

更等、11 判定日、12 回答、13 国保連  

記録範囲 みなし２号調査判定を委託した生活保護者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



97 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 福祉用具一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護者の福祉用具の支給状況を管理するため 

記録項目 

1 受給者氏名、2 福祉用具種類、3 支給金額（請求・現物・

63）、4 納品日、5 支払方法、6 処理方法 

記録範囲 福祉用具を支給した生活保護者 

記録情報の収集方法 本人、介護機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



98 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 住宅改修一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護者の住宅改修費の支給状況を管理するため 

記録項目 

1 受給者氏名、2 支給金額（請求・現物・63）、3 取扱い業者

名、4 検収日、5 支払方法、6 処理方法 

記録範囲 住宅改修費を支給した生活保護者 

記録情報の収集方法 本人、取扱業者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



99 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 精神疾病入院要否意見書審査対象者一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 群馬県の精神疾病入院審査会へ提出のため 

記録項目 

1 氏名、2 指定医療機関名（病院名） 

 

記録範囲 精神疾病入院対象となった生活保護者 

記録情報の収集方法 指定医療機関（病院） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 群馬県健康福祉部健康福祉課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



100 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 精神科長期入院患者実地検討審査対象者一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 群馬県の精神科長期入院患者実地検討審査会へ提出のため 

記録項目 

1 氏名、2 指定医療機関名（病院名） 

 

記録範囲 精神科長期入院対象となった生活保護者 

記録情報の収集方法 指定医療機関（病院） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 群馬県健康福祉部健康福祉課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



101 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 歯科医療要否意見書審査対象者一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 群馬県の歯科医療要否意見書審査会へ提出のため 

記録項目 

1 氏名、2 指定医療機関名（病院名） 

 

記録範囲 歯科医療対象となった生活保護者 

記録情報の収集方法 指定医療機関（病院） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 群馬県健康福祉部健康福祉課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



102 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 応急生活資金一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護受給者の応急生活資金返済状況を管理するため 

記録項目 

1 貸付番号、2 借用期間、3 氏名、4 住所、5 電話番号、6 貸付

額、7 返済額、8 納付予定、9 保証人、10 保証人住所、11 保証

人電話番号  

記録範囲 応急生活資金の申請があった者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



103 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 住居確保給付金台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 住居確保給付金の支給状況を管理するため 

記録項目 

1 受付日、2 氏名、3 住所、4 性別、5 生年月日、6 電話番号、7

相談内容 

記録範囲 住居確保給付金支給者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 群馬県健康福祉課保護係 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



104 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 住居確保給付金面接受付簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 住居確保給付金の申請状況を管理するため 

記録項目 

1 受付日、2 氏名、3 相談内容、4 措置概要 

記録範囲 住居確保給付金申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 群馬県健康福祉課保護係 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



105 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 住居確保給付金支給者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 住居確保給付金の支給状況を管理するため 

記録項目 

1 氏名、2 国籍、3 住所、4 申請理由、5 対応、6 世帯人員、7

支給金額、8 家賃額、9 年齢・離職日、10 支給月 

記録範囲 住居確保給付金支給者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 群馬県健康福祉課保護係 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



106 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 住居確保給付金支給実績表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 住居確保給付金の支給状況を管理するため 

記録項目 

1 受付年月日、2 申請者氏名、3 給付額、4 支給月、5 合計 

記録範囲 住居確保給付金支給者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 群馬県健康福祉課保護係 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



107 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 住居確保給付金口座振込明細書 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 住居確保給付金を支給する口座を管理するため 

記録項目 

1 申請者氏名、2 申請者住所、3 振込先口座番号、4 振込先名

義人、5 金額 

記録範囲 
住居確保給付金申請者 

賃貸人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 群馬県健康福祉課保護係 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



108 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 住居確保給付金明細書 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 住居確保給付金の支給状況を管理するため 

記録項目 

1 受付年月日、2 申請者氏名、3 給付額、4 支給月、5 合計 

記録範囲 住居確保給付金給付者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 群馬県健康福祉課保護係 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



109 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請・給付

を管理するため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 申請年月日、4 支給額、5 回数、6 支給合計

額、7 支給日 

記録範囲 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 群馬県健康福祉課保護係 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



110 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】社会福祉課保護係 

個人情報ファイルの名称 緊急小口資金総合支援資金借入者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の対象者に通

知を発送するため 

記録項目 

1 氏名、2 性別、3 生年月日、4 住所、5 電話番号、6 貸付決定

日の年月、7 最終送金月 

記録範囲 緊急小口資金・総合支援資金を借り終えた世帯 

記録情報の収集方法 群馬県健康福祉課保護係 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市社会福祉課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



111 

条例個人情報ファイル簿（単票）             【高齢障がい政策課・高齢者支援係】 

個人情報ファイルの名称 金婚申出者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 金婚式を行うため 

記録項目 

1 金婚対象者申出書情報（申出者夫婦氏名、住所、生年月日、

電話番号、婚姻年月） 

記録範囲 
結婚 50 年目をむかえ、夫婦健在で市内に 1 年以上居住してい

る者 

記録情報の収集方法 本人、親族 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



112 

条例個人情報ファイル簿（単票）             【高齢障がい政策課・高齢者支援係】 

個人情報ファイルの名称 養護老人ホーム入所者台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 養護老人ホームへ入所措置するため 

記録項目 

1 老人ホーム入所申出書（氏名、住所、生年月日、性別）、2

収入申告書（収入、必要経費、預金）3 健康診断書、4 戸籍情

報（本籍地、婚姻歴、世帯員、親族）5 申請経緯、6 課税状

況、7 在宅福祉サービスの利用状況、8 資産の状況、9 他法の

状況、10 身体及び日常生活動作の状況、11 身体及び精神の状

態、12 入所判定委員会結果 

記録範囲 養護老人ホームへ入所申出者、親族 

記録情報の収集方法 本人、親族、住民基本台帳システム、公用請求により官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 入所措置先（養護老人ホーム伸楽園） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



113 

条例個人情報ファイル簿（単票）             【高齢障がい政策課・高齢者支援係】 

個人情報ファイルの名称 
緊急通報装置設置申請書・同意書 

緊急通報装置設置者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 緊急通報装置設置事務のため 

記録項目 

(申請者)1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 利用者との続柄 

(利用者)5 氏名、6 住所、7 電話番号、8 性別、9 生年月日、10

年齢、11 世帯構成、12 介護認定状況、13 病歴、14 血液型、15

医療機関(かかりつけ医) 

(家族)16 氏名、17 生年月日、18 年齢、19 利用者との続柄、20

性別 

(緊急連絡先)21 氏名、22 住所、23 利用者との続柄、24 性別、

25 電話番号 

(地区担当民生委員)26 氏名、27 電話番号 

(協力員)28 氏名、29 住所、30 電話番号 

記録範囲 
申請者、利用者、家族、緊急連絡先、地区担当民生委員、協力

員 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 館林地区消防組合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
紙で提出のあった申請書・同意書の内容をエクセルの緊急通報

装置設置者名簿に反映させる 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



114 

条例個人情報ファイル簿（単票）             【高齢障がい政策課・高齢者支援係】 

個人情報ファイルの名称 短期入所利用申請書 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 養護老人ホーム自立生活支援短期入所のため 

記録項目 

1 利用申請書（氏名、住所、生年月日、身体等状況、経済状

況、介護者氏名、連絡先）、2 健康診断書 

 

記録範囲 
養護老人ホーム自立生活支援短期入所事業利用申請を提出した

者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 養護老人ホーム伸楽園 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



115 

条例個人情報ファイル簿（単票）             【高齢障がい政策課・高齢者支援係】 

個人情報ファイルの名称 相談受付表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者支援のため 

記録項目 

（相談者）1 氏名、2 住所、3 電話番号 

（対象者）4 氏名、5 生年月日、6 相談者との続柄、7 住所 

8 特記事項（世帯構成、 介護保険情報、医療情報など） 

 

記録範囲 高齢者の健康や福祉、医療や生活に関する相談が必要なかた 

記録情報の収集方法 本人又は家族、地域包括支援センター、事業所、医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 （必要に応じて）地域包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



116 

条例個人情報ファイル簿（単票）             【高齢障がい政策課・高齢者支援係】 

個人情報ファイルの名称 救急医療情報キット配布名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 救急医療情報キット配布のため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 年齢、5 配布者（民生委員）氏名 

記録範囲 ひとり暮らし高齢者調査対象者のうち、配布の希望をした者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人（ひとり暮らし高齢者調査票） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



117 

条例個人情報ファイル簿（単票）             【高齢障がい政策課・高齢者支援係】 

個人情報ファイルの名称 市民後見人養成講座修了者台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 市民後見人養成講座修了者の管理のため 

記録項目 

1 氏名、2 性別、3 生年月日、4 年齢、5 住所、6 修了年度 

記録範囲 市民後見人養成講座を修了した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



118 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 身体障害者手帳申請書類 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 身体障害者手帳交付事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 個人番号 

記録範囲 身体障害者手帳申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



119 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 療育手帳申請書類 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 療育手帳交付事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 個人番号 

記録範囲 療育手帳申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



120 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 精神保健福祉手帳交付申請書類 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 精神保健福祉手帳手帳交付事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 個人番号 

記録範囲 精神保健福祉手帳申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



121 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 特別児童扶養手当受給者台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 特別児童扶養手当申請等進達事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 個人番号、6 戸籍

情報、7 勤務地名、8 勤務地所在地、9 所得額 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



122 

条例個人情報ファイル簿（単票）       【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 更生医療台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 自立支援医療（更生医療）の支給認定事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 個人番号、6 課税

状況、7 通院医療機関、8 保険証番号、9 障害者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



123 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 育成医療台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 自立支援医療（育成医療）の支給認定事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 個人番号、6 課税

状況、7 通院医療機関、8 保険証番号、9 障害者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



124 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 補装具交付台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 補装具の支給に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 個人番号、6 課税

状況、7 障害者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



125 

条例個人情報ファイル簿（単票）       【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 高額障害福祉サービス名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 高額障害福祉サービス費給付事務のため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 口座情報 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



126 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 地域活動支援センター利用申請書類 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 地域活動支援センターの利用に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 障害者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



127 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 成年後見人市町申立て実績名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 成年後見申立て及び報酬等に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 障害者手帳番号、

6 戸籍情報、7 銀行口座、8 請求金額 

記録範囲 後見人、被後見人及びその家族 

記録情報の収集方法 後見人、被後見人またはその家族 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



128 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 手話通訳者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 手話通訳者の登録、派遣に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 メールアドレス、5 電話番号、

6 ファックス番号 

記録範囲 手話通訳者 

記録情報の収集方法 本人、群馬県障害政策課 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



129 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 要約筆記奉仕員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 要約筆記奉仕員の登録、派遣に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 メールアドレス、5 電話番号、

6 ファックス番号 

記録範囲 要約筆記奉仕員 

記録情報の収集方法 本人、群馬県障害政策課 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



130 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 日常生活用具給付台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 日常生活用具給付費の支給に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 課税状況、6 障害

者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又はその家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まれる 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



131 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 住宅改造ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 住宅改造費の給付に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 課税状況、6 障害

者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又はその家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まれる 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



132 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 移動支援申請書類 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 移動支援の利用等に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 課税状況、6 障害

者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又はその家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



133 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 訪問入浴サービスファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 訪問入浴サービスの利用に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 課税状況、6 障害

者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又はその家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



134 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 日中一時支援申請書類 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 日中一時支援の利用に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又はその家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



135 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 日中一時支援利用者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 日中一時支援の利用に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人又はその家族 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



136 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 サービスステーション利用者カード 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
日中一時支援（サービスステーション）の利用に関する事務を

行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 障害者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又はその家族 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☐法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



137 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 サービスステーション利用実績 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
日中一時支援（サービスステーション）の利用に関する事務を

行うため 

記録項目 

1 氏名 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又はその家族 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



138 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 免許取得助成ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 自動車運転免許取得費用の助成に係る事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 課税状況、5 免許証番号、6 障

害者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



139 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 自動車改造ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 自動車改造費の助成に係る費用 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 課税状況、5 免許証番号、6 障

害者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



140 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 障害支援区分期限切れ更新者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 障害支援区分の認定に係る事務 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 申請者及びその家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



141 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 職親名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 職親制度に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 会社名 

記録範囲 職親登録者 

記録情報の収集方法 登録者本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



142 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 重症心身障害者登録者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 重症心身障害者の登録に係る事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人の家族 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



143 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 扶養共済受給者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 心身障害者扶養共済制度に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所 

記録範囲 申請者、年金管理者 

記録情報の収集方法 申請者又は年金管理者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



144 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 扶養共済加入者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 心身障害者扶養共済制度に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所 

記録範囲 申請者、年金管理者 

記録情報の収集方法 申請者又は年金管理者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



145 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 タクシー助成事業対象者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 タクシー助成事業に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日、障害者手帳番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



146 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 難聴児補聴器ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 難聴児補聴器購入の助成に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 課税状況 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 申請者の家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



147 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 特別障害者手当・障害児福祉手当受給者台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 特別障害者手当・障害児福祉手当に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 個人番号、7 所得

額 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



148 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 特定疾患患者見舞金ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定疾患患者（小児慢性特定疾患）見舞金に関する事務を行う

ため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 口座情報、6 疾患

名 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は家族 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



149 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 自立更生奨励金ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 自立更生奨励金に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 口座情報、6 障害

者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



150 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 介護用車両ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 介護用車両に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 課税状況、5 免許証番号、6 障

害者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



151 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 自助具ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 自助具等購入費補助事業に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 課税状況、6 口座

情報 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



152 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 じん臓機能障がい者交通費補助対象者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
じん臓機能障がい者通院交通費補助事業に関する事務を行うた

め 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日、5 課税状況 

記録範囲 交付対象者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



153 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 心臓病児手術見舞金ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 心臓病児手術見舞金に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 課税状況、5 口座情報 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



154 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 口蓋裂児歯列矯正手術見舞金ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 口蓋裂児歯列矯正手術見舞金に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 口座情報 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



155 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 要支援者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 避難行動要支援者に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号 

記録範囲 申請者及びその親族 

記録情報の収集方法 申請者の親族 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



156 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 審査員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 障害支援区分認定審査会に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 勤務先所在地、3 勤務先電話番号 

記録範囲 審査委員 

記録情報の収集方法 委員本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



157 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 地域生活支援拠点登録者台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 地域生活支援拠点に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 障害者手帳番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 申請者の家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



158 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 相談支援事業所情報 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 相談支援事業に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所 

記録範囲 市内相談支援事業所従事者 

記録情報の収集方法 相談支援事業所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



159 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 個別避難計画作成対象者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 個別避難計画に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 性別 

記録範囲 対象者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



160 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 国保連連絡票 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 国保連連携に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名（カナ）、2 障害福祉サービス受有者証番号 

記録範囲 対象者 

記録情報の収集方法 国保連合会、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



161 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 心身障害者就職祝金ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 知的障害者就職祝金に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 勤務先、6 口座情

報 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 申請者、勤務先、通所事業所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



162 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【高齢障がい政策課・障がい福祉係】 

個人情報ファイルの名称 障害児個人台帳ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 高齢障がい政策課 

個人情報ファイルの利用目的 障害児通所給付費の支給に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 電話番号、5 個人番号 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 申請者の家族、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市福祉部高齢障がい政策課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



163 

条例個人情報ファイル簿（単票）             【介護保険課・地域包括ケア係】 

個人情報ファイルの名称 館林市認知症高齢者等事前登録事業 登録台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護保険課 

個人情報ファイルの利用目的 館林市認知症高齢者等事前登録のため 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 住所、4 電話番号、5 世帯構成、6 身体

的特徴、7 意思疎通、8 徘徊状況、9 介護保険情報、10 医療情

報、11 特記事項、12 緊急連絡先（氏名、続柄、住所、電話番

号）、13 本人の写真 

 

記録範囲 認知症により行方不明になるおそれのある者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は家族、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 群馬県警館林警察署、地域包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



164 

条例個人情報ファイル簿（単票）              【介護保険課・地域包括ケア係】 

個人情報ファイルの名称 認知症初期集中支援事業対象者総括表・台帳・個人票 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護保険課 

個人情報ファイルの利用目的 認知症初期集中支援事業のため 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 住所、4 担当の包括支援センター、5 初

期集中支援内容、6 依頼日、7 支援終了日  

記録範囲 認知症初期集中支援対象及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は家族、地域包括支援センター 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 -（報告結果を受けて総括表・台帳にこちらで入力するのみ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



165 

条例個人情報ファイル簿（単票）              【介護保険課・地域包括ケア係】 

個人情報ファイルの名称 通いの場・体力測定 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護保険課 

個人情報ファイルの利用目的 
通いの場の参加者の身体機能を経時的に追うため 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施のため 

記録項目 

１通いの場参加者氏名、２握力、３TUG、４片脚立ち、５ロコ

モ度、６基本チェックリスト ７生年月日 

記録範囲 通いの場参加者本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



166 

条例個人情報ファイル簿（単票）              【介護保険課・地域包括ケア係】 

個人情報ファイルの名称 熱中症予防訪問対象者 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護保険課 

個人情報ファイルの利用目的 熱中症予防訪問のため 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 年齢、4 住所、5 電話番号、6 訪問日、7

エアコン等使用状況、8 訪問結果、9 備考 

記録範囲 ひとり暮らし高齢者調査でエアコンを利用しないと回答した者 

記録情報の収集方法 本人または家族、地域包括支援センター 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 地域包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



167 

条例個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】健康推進課地域医療係 

個人情報ファイルの名称 予防接種健康被害申請書 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 予防接種による健康被害の救済措置に関する事務のため 

記録項目 

１申請者氏名、２申請者住所、３申請者電話番号、４被接種者

氏名、５被接種者性別、６被接種者生年月日、７予防接種情報

（ワクチン名、ロット番号、接種年月日、接種医療機関、接種

医師名）８病状等の経過歴、９口座情報 

記録範囲 予防接種による健康被害の救済措置の申請を行った者 

記録情報の収集方法 本人、予防接種を受けた者の保護者、医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 健康推進課健康づくり係 

個人情報ファイルの名称 野菜摂取推進店登録店舗管理台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 野菜摂取推進店に関する事務のため 

記録項目 

1.登録店舗情報(施設名称、所在地、連絡先、メールアドレ

ス、営業時間、定休日、登録要件) 

2.申請者情報(住所、氏名、連絡先) 

記録範囲 野菜摂取推進店に登録している店舗 

記録情報の収集方法 店舗代表者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】健康推進課健康づくり係 

個人情報ファイルの名称 館林市食生活改善推進委員協議会名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 食生活改善推進員との連絡に関する事務のため 

記録項目 

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.年齢、5.電話番号 

記録範囲 館林市食生活改善推進委員協議会の会員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 健康推進課健康づくり係 

個人情報ファイルの名称 がん患者医療用ウィッグ等購入費助成 交付台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業に関する事務のため 

記録項目 

1.申請者氏名、2.フリガナ、3.生年月日、4.住所、5.電話番号 

5.申請内容(医療用ウィッグ等の種類、購入年月日、購入金

額)、6.口座情報、7.口座名義人、8.診断名 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 

 

 



171 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 健康推進課健康づくり係 

個人情報ファイルの名称 自己負担金免除者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
健康診査・がん検診における自己負担金免除に関する事務のた

め 

記録項目 

1.宛名番号、2.氏名、3.生年月日、4.免除の種別 

 

記録範囲 市民税非課税世帯者、生活保護受給者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 健康推進課健康づくり係 

個人情報ファイルの名称 胃がん内視鏡検診申込者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 胃がん内視鏡検診の申込みに関する事務のため 

記録項目 

1.宛名番号、2.氏名、3.生年月日、4.電話番号、5.病歴・服薬

等に関わる質問事項 

 

記録範囲 50 歳以上の胃がん内視鏡検診受診希望者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】健康推進課母子保健第１係・第２係 

個人情報ファイルの名称 未熟児養育医療関係台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 未熟児養育医療に関する事務のため 

記録項目 

１未熟児氏名、２未熟児生年月日、３未熟児性別、４申請者氏

名、５申請者生年月日、６住所、７医療機関、８保険区分、９

保険者名、１０未熟児個人番号、１１申請者個人番号、１２症

状の概要、１３世帯構成員名・生年月日・性別・職業・個人番

号、１４総所得  

記録範囲 未熟児、同世帯 

記録情報の収集方法 
未熟児の保護者、医療機関、住民基本台帳システム（住民情

報・納税情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（診断名） 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】健康推進課母子保健第１係・第２係 

個人情報ファイルの名称 不妊治療費等助成金交付関係台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 不妊治療費等助成に関する事務のため 

記録項目 

１夫婦の氏名、２夫婦の生年月日、３電話番号、４住所、５医

療機関名、６診断名、７受診日、８治療内容、９治療費、１０

口座情報 

記録範囲 不妊治療申請者、配偶者 

記録情報の収集方法 本人、医療機関、住民基本台帳システム(住民情報・納税情報) 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（診断名・治療内容） 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】健康推進課母子保健第１係・第２係 

個人情報ファイルの名称 母子保健推進員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 母子保健推進員との連絡調整にかかる事務のため 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号 

記録範囲 母子保健推進員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】 健康推進課母子保健第１係・第２係 

個人情報ファイルの名称 ３歳児健康診査（眼科検査）精検対象児集計表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 乳幼児健康診査の実施に関する事務のため 

記録項目 

1．氏名、2．生年月日、3.性別、4.健診結果 

記録範囲 乳幼児・保護者 

記録情報の収集方法 精密検査結果表 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（健診結果） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 

 

 



177 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】 健康推進課母子保健第１係・第２係 

個人情報ファイルの名称 妊婦のための支援給付管理台帳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 妊婦のための支援給付に関する事務のため 

記録項目 

1.氏名、2.年齢、3.職業、4.個人番号、5.電話番号、6.住所、

7.居住地、8.妊娠届出日、9.妊娠月数、10.医療機関情報、11.

地域通貨会員コード、12.口座情報 

記録範囲 妊産婦 

記録情報の収集方法 本人・申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 

 

 

 



178 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】 健康推進課母子保健第１係・第２係 

個人情報ファイルの名称 母子保健事業に関する費用助成及び償還払い管理台帳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 母子保健事業に関する費用助成及び償還払い 

記録項目 

１宛名番号、２申請者氏名、３申請者住所、４申請者電話番

号、５児氏名、６生年月日、７医療機関名、８診療日、９診療

費、１０診療明細、１１治療内容、１２健診・検査結果、１３

口座情報 

記録範囲 申請者、妊産婦、新生児・乳児 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（健診・検査結果） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 

 

 



179 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】 健康推進課母子保健第１係・第２係 

個人情報ファイルの名称 母子保健事業に関するサービス利用者名簿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 母子保健事業のサービス利用に関する事務 

記録項目 

１宛名番号、２申請者氏名、３申請者住所、４申請者電話番

号、５児氏名、６生年月日、７医療機関名 

記録範囲 申請者、妊産婦、新生児・乳児 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 

 

 



180 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】 健康推進課母子保健第１係・第２係 

個人情報ファイルの名称 妊産婦支援台帳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 要フォローケースの把握・支援経過管理 

記録項目 

1.母氏名、2.母の生年月日、3.母の年齢、4.児氏名、5.児の生

年月日、6.児の宛名番号、7.分娩予定日、8.把握経過、9.支援

計画・経過 

記録範囲 妊産婦・新生児・乳児 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（把握経過・支援経過・支援計画） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 

 

 



181 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】 健康推進課母子保健第１係・第２係 

個人情報ファイルの名称 母子保健推進員依頼書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 母子保健推進員の訪問事業実施のため 

記録項目 

1.母子保健推進員の担当者名、2.対象児住所、3.電話番号、4.

児の名前、5.世帯主、6.児の生年月日、7.依頼内容 

記録範囲 乳幼児、保護者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部健康推進課 

（所在地）〒374-0029 群馬県館林市仲町 14-１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 4 月 1 日 

 

 



182 

条例個人情報ファイル簿（単票）       【健康推進課・健康づくり係】 

個人情報ファイルの名称 特定健康診査等データ管理システム 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定健康診査及び人間ドックを受けた被保険者の特定保健指導

に利用するため 

記録項目 

1 記号番号、2 生年月日、3 性別、4 健診実施年月日、5 健診機

関、6 検査結果（各検査項目ごと） 

記録範囲 
本市の国民健康保険に加入しており、特定健康診査や人間ドッ

クの際に保健指導が必要であると判断された者 

記録情報の収集方法 特定健康診査結果、人間ドック結果 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市 健康推進課 

（所在地）〒374-0029 館林市仲町 14 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
- 

備考 

- 

作成日（最終修正日）：令和７年４月１日 



183 

条例個人情報ファイル簿（単票）       【健康推進課・健康づくり係】 

個人情報ファイルの名称 
高齢者の介護予防と保健事業の一体的実施事業に関する事務 

訪問対象者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 事業対象者の家庭訪問等を実施するため 

記録項目 

1 記号番号、2 生年月日、3 性別、4 健診実施年月日、5 健診機

関、6 検査結果（各検査項目ごと） 

記録範囲 群馬県後期高齢者医療制度に加入している者 

記録情報の収集方法 国保データベース（KDB）システムより抽出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 後期高齢者医療後期連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市 健康推進課 

（所在地）〒374-0029 館林市仲町 14 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
- 

備考 

- 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



184 

条例個人情報ファイル簿（単票）     【課名・係名】子育て支援課子育て支援係 

個人情報ファイルの名称 子ども・子育て会議委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 子ども・子育て会議開催通知等書類の送付のため。 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 性別、5 所属先、6 電話番号 

記録範囲 子ども・子育て会議委員 

記録情報の収集方法 本人、推薦所属団体 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１３日 



185 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課こども相談係 

個人情報ファイルの名称 館林市里親会会員名簿、里親登録者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 里親会総会資料等送付 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 生年月日、5 職業、6 委託児童

（氏名、生年月日、性別） 

記録範囲 館林市里親会会員、里親登録者 

記録情報の収集方法 本人、 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１３日 



186 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課こども相談係 

個人情報ファイルの名称 女性相談記録台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 女性相談対応利用のため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日、5 電話番号、6 職業、 

7 世帯状況（氏名、職業）8 相談内容 9 相談者及び家族情報  

10 関係機関 

記録範囲 女性相談者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１３日 



187 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課 こども相談係 

個人情報ファイルの名称 家庭児童相談票 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 家庭児童相談対応のために利用する。 

記録項目 

１対象児童情報（氏名、住所、性別、生年月日、所属機関、家

族構成）、２対象児童家族情報（氏名、住所、性別、生年月

日、所属機関）、３相談者情報、４関係機関、５相談内容 

記録範囲 相談対象者及びその保護者、親族、関係者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 児童相談所等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 3 月 13 日 



188 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課 子育て支援係 

個人情報ファイルの名称 母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金支給のために利用す

る。 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日、5 個人番号、6 養成機

関、7 修業に関すること、8 支給額、9 支払金融機関、10 児童

扶養手当に関すること 

記録範囲 母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金を申請した者 

記録情報の収集方法 
本人、住民基本台帳システム、税情報システム、児童扶養手当

システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１３日 



189 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課 子育て支援係 

個人情報ファイルの名称 児童福祉施設入（通）所児負担金補助対象者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
児童福祉施設入（通）所負担金補助交付事務のために利用す

る。 

記録項目 

1 補助対象者情報（氏名、住所、電話番号）、2 施設入（通）

所児童情報（氏名、施設名称）、5 振込口座、6 利用者負担

額、7 補助額 

記録範囲 
児童福祉施設入（通）所負担金補助を交付した者及び入（通）

所児童 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、児童福祉施設、東部児童相談所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１３日 



190 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課 子育て支援係 

個人情報ファイルの名称 母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金事業名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給のために利用す

る。 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日、5 個人情報、6 教育訓練

講座に関すること、7 支給額、8 支払金融機関、9 児童扶養手

当に関すること 

記録範囲 母子・父子家庭教自立支援教育訓練給付金を申請した者 

記録情報の収集方法 
本人、住民基本台帳システム、税情報システム、児童扶養手当

システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１３日 



191 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課 こども相談係 

個人情報ファイルの名称 要保護児童台帳、要支援児童台帳、特定妊婦台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 要保護児童等の支援のために利用する。 

記録項目 

１要保護児童等情報（氏名、住所、性別、生年月日、所属機

関、家族構成）、２児童家族情報（氏名、住所、性別、生年月

日、所属機関）、３関係機関、４支援経過、５結果および課題

等、 

６特記事項 

記録範囲 要保護児童、要支援児童、特定妊婦、及びその親族、関係者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、関係機関等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 児童相談所、警察等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 3 月 13 日 



192 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課 子育て支援係 

個人情報ファイルの名称 結婚新生活新補助金交付対象者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 結婚新生活支援補助金交付事務のために利用する。 

記録項目 

1 申請者情報（氏名、住所、年齢、電話番号、就業状況、住宅

手当支給状況、市税の納付状況）2 配偶者情報（氏名、年齢、

就業状況、住宅手当の支給状況、市税の納付状況）、3 婚姻

日、4 対象経費支出額、5 補助金交付日、6 補助金額、7 振込口

座 

記録範囲 結婚新生活支援補助金を交付した者及び配偶者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、納税課 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１３日 



193 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課 子育て支援係 

個人情報ファイルの名称 
令和 3 年度子育て世帯への臨時特別給付金（市独自分）支給対

象者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
令和 3 年度子育て世帯への臨時特別給付金（市独自分）支給事

務のために利用する。 

記録項目 

1 支給対象者情報（氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、

児童手当受給状況、所得情報）、2 配偶者情報（氏名、生年月

日、住所、所得情報）3 支給対象児童情報（氏名、生年月日、

性別、住所）、4 支給日、5 支給額、6 振込口座 

記録範囲 
令和 3 年度子育て世帯への臨時特別給付金（市独自分）を支給

した者、配偶者及び支給対象児童 

記録情報の収集方法 
本人、住民基本台帳システム、児童手当システム、税情報シス

テム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１３日 



194 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課 子育て支援係 

個人情報ファイルの名称 
令和元年度未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付

金支給対象者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
令和元年度未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付

金支給事務のために利用する。 

記録項目 

1 受給者情報（氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、児童

扶養手当証書番号、婚姻歴）、2 児童情報（氏名、生年月日、

性別、住所、続柄）、3 支給額、4 支払金融機関 

記録範囲 
令和元年度未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付

金を支給した者 

記録情報の収集方法 
本人、住民基本台帳システム、税情報システム、児童扶養手当

システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１３日 



195 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課 子育て支援係 

個人情報ファイルの名称 養育費等確保支援事業補助金交付対象者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 養育費等確保支援事業補助金交付事務のために利用する。 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 児童氏名、5 児童生年月日、6

養育費の取り決めに関すること、7 支給額、8 支払金融機関、9

児童扶養手当に関すること 

記録範囲 養育費等確保支援事業補助金を申請した者 

記録情報の収集方法 
本人、住民基本台帳システム、税情報システム、児童扶養手当

システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１３日 



196 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課 子育て支援係 

個人情報ファイルの名称 
こども加算給付金（令和 6 年度非課税化給付・均等割のみ課税

化給付）給付対象者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 こども加算給付金を支給事務のために利用する。 

記録項目 

1 支給対象者情報（氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、

課税の有無）、2 対象世帯員情報（氏名、生年月日、性別、住

所、課税の有無）3 支給対象児童情報（氏名、生年月日、性

別、住所）、4 支給日、5 支給額、6 振込口座 

記録範囲 
こども加算給付金（令和 6 年度非課税化給付・均等割のみ課税

化給付）の支給対象者及び支給対象児童 

記録情報の収集方法 
本人、こども加算給付金システム、住民基本台帳システム、税

情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１３日 



197 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】子育て支援課 子育て支援係 

個人情報ファイルの名称 こどもの進学支援事業補助金交付対象者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 こどもの進学支援事業補助金の支給事務のために利用する。 

記録項目 

1 支給対象者情報（氏名、生年月日、住所、電話番号、課税の

有無、児童扶養手当受給の有無）、2 対象児童情報（氏名、生

年月日、受験料等の支払に関すること）、3 支給日、4 支給

額、5 振込口座 

記録範囲 こどもの進学支援事業補助金の支給対象者及び支給対象児童 

記録情報の収集方法 
本人、住民基本台帳システム、税情報システム、児童扶養手当

システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市健康こども部子育て支援課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１３日 



198 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども課・入園給付係 

個人情報ファイルの名称 一時預かり事業利用者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども課 

個人情報ファイルの利用目的 
一時預かり事業利用者の記録及び利用承諾書の作成に利用する

ため 

記録項目 

1 保護者名、2 児童名、3 住所、4 児童生年月日、5 利用期間、

6 利用区分、7 利用形態 

記録範囲 児童、保護者 

記録情報の収集方法 保護者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



199 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども課・入園給付係 

個人情報ファイルの名称 災害共済給付請求者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども課 

個人情報ファイルの利用目的 災害共済給付の請求者を記録するため 

記録項目 

1 児童名、2 住所、3 住所、4 保護者名、5 通園名、6 受診医療

機関、7 受診月、8 医療費（点数） 

記録範囲 児童、保護者 

記録情報の収集方法 保護者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



200 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども課・入園給付係 

個人情報ファイルの名称 病児・病後児保育事業利用登録者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども課 

個人情報ファイルの利用目的 病児保育事業利用者の登録及び登録書発行に利用するため 

記録項目 

1 保護者名、2 児童名、3 住所 4 連絡先、4 児童生年月日、5 利

用料 

記録範囲 児童、保護者 

記録情報の収集方法 保護者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



201 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども課・入園給付係 

個人情報ファイルの名称 延長保育事業申請者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども課 

個人情報ファイルの利用目的 延長保育業利用者の登録及び決定通知書発行に利用するため 

記録項目 

1 保護者名、2 児童名、3 住所 4 連絡先、4 児童生年月日、5 就

労先、6 就労時間、7 利用時間 

記録範囲 児童、保護者 

記録情報の収集方法 保護者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



202 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども課・施設支援係 

個人情報ファイルの名称 利用者名簿（地域子育て支援拠点事務ファイル） 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども課 

個人情報ファイルの利用目的 地域子育て支援拠点事業利用者の管理のために利用する 

記録項目 

1 氏名、2 保護者氏名、3 性別、4 生年月日、5 メールアドレス 

記録範囲 地域子育て支援拠点事業の利用申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



203 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども課・施設支援係 

個人情報ファイルの名称 
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書

（放課後児童健全育成事業補助金ファイル） 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども課 

個人情報ファイルの利用目的 放課後児童健全育成事業委託料等支給のために利用する 

記録項目 

1 氏名、2 保護者氏名、3 性別、4 生年月日、5 住所 

記録範囲 放課後児童クラブを利用する者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



204 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業政策課・産業政策係 

個人情報ファイルの名称 市有地（旧公社保有地）賃貸借（有料駐車場）対象者一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部産業政策課 

個人情報ファイルの利用目的 市有地貸付業務を行うため 

記録項目 
１氏名、２住所、３利用台数、４賃借料、５駐車番号 

記録範囲 市有地借用希望者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市役所総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 

 



205 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業政策課・産業政策係 

個人情報ファイルの名称 市有地（旧公社保有地：普通財産）売払処分状況一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部産業政策課 

個人情報ファイルの利用目的 市有地売払状況を管理するため 

記録項目 

１保有地の名称、２所在地、３筆数、４面積、５単価、６売却

金額、６評価額、７契約年月日、８代金納付日、９登記申請

日、１０登記完了日、１１売却方法、１２売却先（氏名、住所

（法人名含））、１３利用目的、１４土地の時価（代物弁済

額）、１５取得金額 

記録範囲 売却先 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市役所総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



206 

条例個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】産業政策課・渡瀬南部産業団地係 

個人情報ファイルの名称 渡瀬関係者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部産業政策課 

個人情報ファイルの利用目的 工業団地造成事業を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３所在、４地番、５地目、６地積、７筆数 

記録範囲 工業団地造成事業区域内の関係者 

記録情報の収集方法 本人、法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市役所総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



207 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業政策課・産業団地整備係 

個人情報ファイルの名称 大島関係者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部産業政策課 

個人情報ファイルの利用目的 工業団地造成事業を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３所在、４地番、５地目、６地積、７筆数 

記録範囲 工業団地造成事業区域内の関係者 

記録情報の収集方法 本人、法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市役所総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



208 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業政策課・産業団地整備係 

個人情報ファイルの名称 北部関係者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部産業政策課 

個人情報ファイルの利用目的 工業団地造成事業を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３所在、４地番、５地目、６地積、７筆数 

記録範囲 工業団地造成事業区域内の関係者 

記録情報の収集方法 本人、法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市役所総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



209 

条例個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】産業政策課・産業政策係 

個人情報ファイルの名称 参加団体名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部産業政策課 

個人情報ファイルの利用目的 館林まつりにおける、民謡流し運営のため 

記録項目 

1 氏名、2 役職 

記録範囲 館林まつり 民謡部会事務 参加団体の関係者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市役所総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



210 

条例個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】産業政策課・産業団地整備係 

個人情報ファイルの名称 出演団体名簿兼庶務書類 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部産業政策課 

個人情報ファイルの利用目的 館林まつりにおける、特設ステージ運営のため 

記録項目 

１氏名、2 住所、3 電話番号 

記録範囲 館林まつり特設ステージ出演団体及び関係者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
館林まつり特設ステージ出演団体及び関係者 

※特設ステージ運営業者に楽曲の再生や出演団体紹介のため提供 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市役所総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



211 

条例個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】産業政策課・産業政策係 

個人情報ファイルの名称 産業振興会役員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部産業政策課 

個人情報ファイルの利用目的 館林市産業祭運営のため 

記録項目 
1 氏名、2 役職 

記録範囲 産業振興会役員及び関係者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市役所総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 

 



212 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【農業委員会事務局・農地係】 

個人情報ファイルの名称 農業委員会委員候補者リスト 

行政機関等の名称 館林市農業委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 農業委員会改選に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３職業、４年齢、５連絡先、６経歴、７農業

経営状況 

記録範囲 農業委員を推薦する者、農業委員の推薦を受ける者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市農業委員会事務局 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 



213 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【農業委員会事務局・農地係】 

個人情報ファイルの名称 農業委員名簿 

行政機関等の名称 館林市農業委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 農業委員・農地利用最適化推進委員との連絡調整を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３連絡先 

記録範囲 農業委員、農地利用最適化推進委員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市農業委員会事務局 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 



214 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【農業委員会事務局・農地係】 

個人情報ファイルの名称 農業者年金受給者・被保険者数一覧表 

行政機関等の名称 館林市農業委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 農業者年金事業を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５農業者年金日保険者

記録番号、５農業者年金加入日、６農業者年金脱退日、７死亡

日、８特定処分対象農地の記録、９受給している農業者年金の

種類 

記録範囲 農業者年金加入者 

記録情報の収集方法 農業者年金基金、本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市農業委員会事務局 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



215 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【農業委員会事務局・農地係】 

個人情報ファイルの名称 年金受給者現況届提出対象者一覧表 

行政機関等の名称 館林市農業委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 農業者年金事業を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４年金証書の記号番号、５受給

している農業者年金の種類、６現況届提出日 

記録範囲 農業者年金受給者 

記録情報の収集方法 農業者年金基金 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市農業委員会事務局 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



216 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【農業委員会事務局・農地係】 

個人情報ファイルの名称 全国農業新聞購読者一覧表 

行政機関等の名称 館林市農業委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 全国農業新聞に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３口座番号、４口座名義 

記録範囲 全国農業新聞購読者 

記録情報の収集方法 群馬県農業会議、本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市農業委員会事務局 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 



217 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【農業委員会事務局・農地係】 

個人情報ファイルの名称 農業者年金加入対象者名簿 

行政機関等の名称 館林市農業委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 農業者年金事業を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４年齢、５生年月日 

記録範囲 
６０歳未満で農地を所有している世帯員で農業者年金未加入の

者 

記録情報の収集方法 農家台帳システム、本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市農業委員会事務局 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 



218 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【農業委員会事務局・農地係】 

個人情報ファイルの名称 農地利用最適化推進委員候補者リスト 

行政機関等の名称 館林市農業委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 農業委員会改選に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３職業、４年齢、５連絡先、６経歴、７農業

経営状況 

記録範囲 農業委員を推薦する者、農業委員の推薦を受ける者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市農業委員会事務局 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 



219 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【農業委員会事務局・農地係】 

個人情報ファイルの名称 青年会議会員名簿 

行政機関等の名称 館林市農業委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 農業青年会議の運営に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２電話番号、３生年月日 

記録範囲 館林市農業青年会議役員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市農業委員会事務局 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 



220 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【農業委員会事務局・農地係】 

個人情報ファイルの名称 市民農園リスト 

行政機関等の名称 館林市農業委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 市民農園に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４年齢、５生年月日、６市民農園利

用料の支払日 

記録範囲 市民農園契約者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市農業委員会事務局 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 



221 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】農業振興課・農業振興係 

個人情報ファイルの名称 館林市（全域）人・農地プランにおける中心経営体名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
人・農地プランの作成及び見直しにあたり、中心経営体の情報

を管理するため。 

記録項目 

１氏名・名称、２年齢、３構成員、４後継者の有無、５経営内

容、６経営規模、７生年月日 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



222 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】農業振興課・農業振興係 

個人情報ファイルの名称 実質化された人・農地プランにおける中心経営体名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
実質化された人・農地プランの作成及び見直しにあたり、中心

経営体の情報を管理するため。 

記録項目 

１氏名・名称、２経営作目・経営面積 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



223 

条例個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】農業振興課・農業振興係 

個人情報ファイルの名称 
地域計画における農業を担う者（目標地図に位置付ける者）名

簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
地域計画の策定及び更新にあたり、農業を担う者目標地図に位

置付ける者）を管理するため。 

記録項目 

１氏名・名称、２経営作目・経営面積 ３ 住所 ４電話番号 

５耕作地  

記録範囲 各地域計画における農業を担う者（目標地図に位置付ける者） 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
国、県、他市町村、農業再生協議会、農業委員会、農業協同組

合、農地中間管理機構、普及指導センター、 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



224 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】農業振興課・農業振興係 

個人情報ファイルの名称 畜産農家台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 畜産農家の情報を収集して管理を行い、畜産振興を図るため。 

記録項目 

１農家情報（氏名、住所、電話、携帯番号、生年月日、経営形

態、）、２認定農業者の有無、３特殊肥料届出の有無、４飼養

頭数、５耕作地 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



225 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】農業振興課・農業振興係 

個人情報ファイルの名称 認定農業者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 認定農業者の情報を管理し、各事業で利用するため。 

記録項目 

１認定番号、２認定者情報（氏名、氏名かな、性別、住所、年

齢、生年月日、目標地図に位置付けられた者、営農類型、初回

設定、認定区分、家族協定、口座番号、口座名義人）、３個

人・法人、４電話、５FAX、６地区、７携帯番号 

記録範囲 認定申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 

国、県、他市町村、農業再生協議会、農業委員会、農業協同組

合、農地中間管理機構、東部農業事務所館林地域農業課、株式

会社日本政策金融公庫 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



226 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】農業振興課・農業振興係 

個人情報ファイルの名称 有害鳥獣捕獲隊名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
有害鳥獣捕獲業務委託に従事する捕獲隊の名簿を管理するた

め。 

記録項目 

１捕獲隊情報（氏名、住所、職業、生年月日、電話番号、狩猟

歴、前年度登録の有無）、２狩猟免許情報、３銃器許可情報 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務課 

（所在地）374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



227 

例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 

 

個人情報ファイルの名称 大島地区地権者・耕作者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 ほ場整備区域に係る事務を行うため 

記録項目 

土地に係る情報（地番、地目名、用途名、登記簿地積、権利、

所有者名、所有者住所、耕作者名、耕作者住所、認定農業者の

該当有無、賃借権等権利設定） 

記録範囲 ほ場整備区域内における土地所有者及び耕作者 

記録情報の収集方法 法務局、本人又は代理人、農地台帳、水田台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  



228 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 野辺土地改良事業一元管理システム 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 ほ場整備区域に係る事務を行うため 

記録項目 

土地に係る情報（地番、地目名、用途名、登記簿地積、権利、

所有者名、所有者住所、耕作者名、耕作者住所、認定農業者の

該当有無、賃借権等権利設定） 

記録範囲 ほ場整備区域内における土地所有者及び耕作者 

記録情報の収集方法 法務局、本人又は代理人、農地台帳、水田台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  



229 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 【名寄せ帳】木戸地区土地データ 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 ほ場整備区域に係る事務を行うため 

記録項目 

土地に係る情報（地番、地目名、用途名、登記簿地積、権利、

所有者名、所有者住所、耕作者名、耕作者住所、認定農業者の

該当有無、賃借権等権利設定） 

記録範囲 ほ場整備区域内における土地所有者及び耕作者 

記録情報の収集方法 法務局、本人又は代理人、農地台帳、水田台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 



230 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 谷田川北部環境保全協議会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 谷田川北部環境保全協議会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 



231 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 近藤沼環境保全協議会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 近藤沼環境保全協議会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 



232 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 江原新田子々ヶ崎地区田圃を守る会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 江原新田子々ヶ崎地区田圃を守る会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 岡里地域保全会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 岡里地域保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 



234 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 高根地域資源保全会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 高根地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 



235 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 野辺地域資源保全会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 野辺地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 



236 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 楠地域資源保全会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 楠地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 



237 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日  

個人情報ファイルの名称 木戸地域資源保全会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 木戸地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 



238 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 日向資源保全会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 日向資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 

 



239 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日  

個人情報ファイルの名称 大島中部地域資源保全会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 大島中部地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 



240 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 上三林地域資源保全会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 上三林地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日  



241 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 堀工地域資源保全会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 堀工地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 



242 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 青柳地域資源保全会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 青柳地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 



243 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 郷谷域資源保全会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 郷谷地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 



244 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 入ケ谷地域資源保全会活動組織構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 入ケ谷地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 



245 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 下三林地域資源保全会構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 入ケ谷地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



246 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 田谷・四ツ谷保全会構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 入ケ谷地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



247 

条例個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】農業振興課・ほ場整備係 

個人情報ファイルの名称 館林西保全会構成員一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部農業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 多面的機能支払制度に係る事務を行うため 

記録項目 

構成員情報（氏名、住所） 

記録範囲 入ケ谷地域資源保全会における構成員 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-0066 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 



248 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・商業振興係 

個人情報ファイルの名称 創業塾（応用編）受講者一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課商業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 創業塾（応用編）受講者の情報管理 

記録項目 

1.受付№、2.受講年度、3.氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、4.郵便番号、5.住

所、6.電話番号、7.年齢、8.職業 

記録範囲 創業塾（応用編）受講者 

記録情報の収集方法 創業塾（応用編）受講者による申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



249 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 制度融資申込台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 館林市中小企業融資申請者の情報管理 

記録項目 

1.受付番号、2.年番号、3.月番号、4.受付日、5.資金名、6.事

業所名、7.代表者、8.所在地、9.電話番号、10.設立年月日、

11.資本金額、12.常勤数、13.役員・家族数、14.後継者有無、

15.主たる事業、16.詳細事業、17.従たる事業、18.詳細事業、

19.直近三ヶ月売上高、20.前年同月売上高、21.資産額、22.負

債額、23.純資産額、24.売上高、25.粗利、26.販管費、27.経

常利益、28.当期純利益、29.融資金融機関、30.融資申請額、

31.資金使途、32.実行日、33.借入期間、34.据置措置、35.返

済期間、36.最終返済日、37.利率、38.返済月額、39.最終回返

済額、40.借換 

記録範囲 館林市中小企業融資申請者 

記録情報の収集方法 

館林市小口資金融資申請書、館林市特別小口資金融資申請書、

館林市経営安定資金融資申請書、館林市経営振興資金融資申請

書、館林市小企業緊急経営資金融資申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



250 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 制度融資条件変更一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 館林市中小企業融資申請者の情報管理 

記録項目 

1.受付番号、2.年番号、3.月番号、4.受付日、5.資金名、6.事

業所名、7.代表者、8.所在地、9.電話番号、10.設立年月日、

11.資本金額、12.常勤数、13.役員・家族数、14.後継者有無、

15.主たる事業、16.詳細事業、17.従たる事業、18.詳細事業、

19.直近六ヶ月売上高、20.資産額、21.負債額、22.純資産額、

23.売上高、24.粗利、25.販管費、26.経常利益、27.当期純利

益、28.融資金融機関、29.融資申請額、30.融資実行日、31.借

入期間、32.据置措置、33.返済期間、34.最終返済日、35.利

率、36.返済月額、37.最終回返済額、38.借換、39.条件変更、

40.変更回数、41.変更時残額、42.返済回数、43.変更年月日、

44.据置累計、45.変更要因、46.内入額、47.変更月額、48.変

更期間、49.変更後月額、50.変更後期間、51.返済回数 

記録範囲 館林市中小企業融資申請者 

記録情報の収集方法 

館林市小口資金融資条件変更申請書、館林市特別小口資金融資

条件変更申請書、館林市経営安定資金融資条件変更申請書、館

林市経営振興資金融資条件変更申請書、館林市小企業緊急経営

資金融資条件変更申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



251 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 経営安定資金利子補給金申請者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 館林市経営安定資金利子補給金申請者の情報管理 

記録項目 

1.申請番号、2.月番号、3.事業者名、4.代表者名、5.申請日、

6.決定通知日、7.補給額、8.取扱金融機関、9.借入金額、10.

借入利率、11.借入期間、12.補給月額 

記録範囲 館林市経営安定資金利子補給金申請者 

記録情報の収集方法 館林市経営安定資金利子補給金交付申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



252 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 創業融資利子補給金申請者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 館林市創業融資利子補給金申請者の情報管理 

記録項目 

1.申請番号、2.月番号、3.事業者名、4.代表者名、5.申請日、

6.決定通知日、7.補給額、8.取扱金融機関、9.借入金額、10.

借入利率、11.借入期間、12.補給月額 

記録範囲 館林市創業融資利子補給金申請者 

記録情報の収集方法 館林市創業融資利子補給金交付申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



253 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 代位弁済実績表 

行政機関等の名称 館林市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 館林市中小企業融資申請者の情報管理 

記録項目 

1.受付番号、2.企業名、3.住所、4.業種、5.融資実行日、6.融

資金額、7.融資残高、8.損失補償割合、9.代位弁済実行日、

10.金融機関、11.代弁事由 

 

 

記録範囲 館林市中小企業融資代位弁済企業 

記録情報の収集方法 群馬県信用保証協会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



254 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 住宅資金一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 融資利用の記録 

記録項目 

融資年度、融資番号、氏名、住所、金融機関名、融資金額、決

定通知年月日、融資開始年月日、融資終了年月日、融資期間、

利率、預託率、融資残額 

記録範囲 融資申込者 

記録情報の収集方法 本人、金融機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
実施なし 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



255 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 生活資金一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 融資利用の記録 

記録項目 

融資年度、融資番号、氏名、住所、金融機関名、融資金額、決

定通知年月日、融資開始年月日、融資終了年月日、融資期間、

利率、預託率、融資残額 

記録範囲 融資申込者 

記録情報の収集方法 本人、金融機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
実施なし 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



256 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 しんじゅく菜園利用者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 館林市サラリーマン菜園利用者の情報管理 

記録項目 

1.受付番号、2.菜園名、3.旧区画番号、4.区画番号、5.区分、

6.氏名、7.性別、8.年齢、9.生年月日、10.郵便番号、11.住

所、12.電話番号、13.携帯電話番号 

記録範囲 館林市サラリーマン菜園利用者 

記録情報の収集方法 館林市サラリーマン菜園利用申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



257 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 ＵＩターン奨励金申請者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 館林市ＵＩターン支援奨励金申請者の情報管理 

記録項目 

1.申請年月日、2.申請番号、3.申請企業名、4.事業所番号、5.

新卒区分、6.金券金額、7.子育て加算、8.事業所分、9.支給総

額、10.被雇用者名、11.被雇用者住所、12.旧住所、13.生年月

日、14.年齢、15.性別、16.正規雇用日、17.交付決定日、18.

追跡調査実施日、19.備考、20.奨学金借入状況 

記録範囲 館林市ＵＩターン支援奨励金申請者 

記録情報の収集方法 館林市ＵＩターン支援奨励金支給申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年５月１３日 



258 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 障がい者雇用奨励金申請者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 館林市障がい者雇用奨励金申請者の情報管理 

記録項目 

1.申請年月日、2.受付番号、3.申請企業名、4.業種、5.郵便番

号、6.所在地、7.障がい種別、8.被雇用者名、9.性別、10.年

齢、11.生年月日、12.雇用人数計、13.奨励金額合計、14.雇用

年月日（正規）、15.申請月日、16.雇用年月日、17.国の決定

日、18.交付決定日、19.支出予定年度、20.奨励金額、21.奨励

金額、22.事務担当者、23.追跡調査実施日、24.備考 

記録範囲 館林市障がい者雇用奨励金申請者 

記録情報の収集方法 館林市障がい者雇用奨励金支給申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



259 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 高齢者雇用奨励金申請者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 館林市高齢者雇用奨励金申請者の情報管理 

記録項目 

1.申請年月日、2.新鮮番号、3.企業名、4.事業所番号、5.被雇

用者名、6.年齢、7.性別、8.雇用開始日、9.奨励金額、10.支

出予定年度、11.事務担当者、12.追跡調査日、13.備考 

記録範囲 館林市高齢者雇用奨励金申請者 

記録情報の収集方法 館林市高齢者雇用奨励金支給申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



260 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 正規雇用促進奨励金申請者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 館林市正規雇用促進奨励金申請者の情報管理 

記録項目 

1.申請年月日、2.受付番号、3.企業名、4.事業所番号、5.業

種、6.住所、7.勤務場所、8.被雇用者名、9.性別、10.年齢、

11.65 歳未満、12.生年月日、13.住民となった年月日 6 ヶ月以

上居住、14.契約転換日、15.申請受理日、16.交付決定日、17.

支出年度、18.正規雇用分支給額、19.女性キャリアアップ分加

算額、20.支給合計、21.事務担当者、22.追跡調査実施日、23.

備考 

記録範囲 館林市正規雇用促進奨励金申請者 

記録情報の収集方法 館林市正規雇用促進奨励金支給申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



261 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 移住定住促進通勤支援金申請者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 館林市移住定住促進通勤支援金申請者の情報管理 

記録項目 

1.申請年月日、2.申請番号、3.被雇用者名、4.住所、5.旧住

所、6.通勤区間、7.勤務先企業名、8.生年月日、9.年齢、10.

性別、11.基準日年齢、12.期間（月）、13.奨励金額、14.雇用

開始日、15.転入日、16.受給申請開始年月日、17.受給申請終

了年月日、18.交付決定日、19.基準年、20.備考 

記録範囲 館林市移住定住促進通勤支援金申請者 

記録情報の収集方法 館林市移住定住促進通勤支援金支給申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



262 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 ＢＣＰ策定奨励金申請台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 ＢＣＰ策定奨励金申請者の情報管理 

記録項目 

１事業所名、２代表者、３本社住所、４業種、５中分類番号、

６認定日、７奨励金、８予算残額、９申請書受理日、１０交付

決定日、１１振込日、１２送付先〒、１３送付先住所 

記録範囲 ＢＣＰ策定奨励金申請者 

記録情報の収集方法 ＢＣＰ策定奨励金申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



263 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 新しい生活様式対応型事業者支援補助金申請台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 新しい生活様式対応型事業者支援補助金申請者の情報管理 

記録項目 

１重複、２事業所名、３本社住所、４実施事業所住所、５業種

（中分類番号）、６⑴経費 器具備品等、７⑵経費 設備、８

⑶経費 展示会、９⑴決定器具備品等、１０⑵決定設備（BCP

無）、１１⑶経費 展示会、１２交付決定額、１３⑴経費 器

具備品等、１４⑵経費 設備、１５⑶経費 展示会、１６⑴決

定器具備品等、１７⑵決定設備、１８⑶経費 展示会、１９交

付確定額、２０支出見込み、２１予算残額、２２申請書受理

日、２３ 交付決定日、２４完了報告日、２５交付確定日、２

６支払日、２７郵便番号、２８（送付先）、２９住所、３０

（送付先） 

記録範囲 新しい生活様式対応型事業者支援補助金申請者 

記録情報の収集方法 新しい生活様式対応型事業者支援補助金申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



264 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 燃料価格高騰対策事業者支援補助金申請台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 燃料価格高騰対策事業者支援補助金申請者の情報管理 

記録項目 

１重複、２事業所名、３本社住所、４業種、５燃料合計

（ℓ）、６交付決定額、７支出見込み、８予算残額、９申請書

受理日、１０交付決定日、１１支払日、１２郵便番号（送付

先）、１３住所（送付先） 

記録範囲 燃料価格高騰対策事業者支援補助金申請者 

記録情報の収集方法 燃料価格高騰対策事業者支援補助金申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



265 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 中小企業人材養成事業助成金申請台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 中小企業人材養成事業助成金申請者の情報管理 

記録項目 

１申請日、２支給決定日、３企業名、４研修費、５補助金額、

６研修機関、７研修内容 

記録範囲 中小企業人材養成事業助成金申請者 

記録情報の収集方法 中小企業人材養成事業助成金申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 

 



266 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 展示会活用支援助成金申請台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 展示会活用支援助成金申請者の情報管理 

記録項目 

１申請日 、２申請者、３展示会名、４開催日程、５展示製

品、６出展小間料、７予算計、８報告額、９対象経費、１０助

成額、１１受注、１２見積り依頼 

記録範囲 展示会活用支援助成金申請者 

記録情報の収集方法 展示会活用支援助成金申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 

 



267 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 ＩＳＯ認証取得支援事業奨励金申請台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 ＩＳＯ認証取得支援事業奨励金申請者の情報管理 

記録項目 

１会社名、２事業所名、３所在地、４認証規格、５認証登録

日、６有効期限 

記録範囲 ＩＳＯ認証取得支援事業奨励金申請者 

記録情報の収集方法 ＩＳＯ認証取得支援事業奨励金申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 



268 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 たてばやしブランド商品化支援補助金申請台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 たてばやしブランド商品化支援補助金申請者の情報管理 

記録項目 

１申請者所在地、２名称、３代表者、４商品化テーマ、５助成

金対象額、６対象事業、７補助上限額、８申請額、９確定額予

算残額申請日、１０交付決定日、１１完了報告日、１２交付確

定日 

       

記録範囲 たてばやしブランド商品化支援補助金申請者 

記録情報の収集方法 たてばやしブランド商品化支援補助金申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 工場立地法届出一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 工場立地法届出者の情報管理 

記録項目 

１整理番号、２届出受理年月日、３会社名、４届出内容 

記録範囲 工場立地法届出者 

記録情報の収集方法 工場立地法届出者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 就労支援事業受講者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 申請者の記録 

記録項目 

氏名、メールアドレス、電話番号、受講講座、相談希望有無 

 

記録範囲 受講者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
実施なし 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・工業振興係 

個人情報ファイルの名称 先端設備等導入計画認定台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 先端設備等導入計画認定事務を行うため 

記録項目 

1 申請日、2 事業者の氏名又は名称、3 代表者名、4 法人番号、5 住

所、6 資本金又は出資の額、7 常時使用する従業員の数、8 主たる業

種、9 設備名/型式、10 導入時期、11 所在地、12 設備等の種類、13

単価、14 数量、15 合計金額、16 使途・用途、17 資金調達方法、18

資金調達金額、19 認定支援機関証明、20 工業会証明、21 工業会誓約

書、22 決定日、23 郵送日、24 変更有無、25 変更事項 

記録範囲 先端設備等導入計画認定申請者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課 工業振興係 

個人情報ファイルの名称 事業継続意識調査業務委託回答者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課工業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 事業継続意識調査業務委託回答者の情報管理 

記録項目 
１貴社の概要、２新型ウイルス感染症の影響、３事業承継、４

事業承継関連制度について、５事業承継に関する相談について 

記録範囲 事業継続意識調査業務委託回答者 

記録情報の収集方法 事業継続意識調査業務委託回答者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市経済部商工課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２４日 

 

 



273 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工課・商業振興係 

個人情報ファイルの名称 ぽんちゃんＰａｙ取扱登録店一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
経済部商工課商業振興係 

個人情報ファイルの利用目的 ぽんちゃんＰａｙ取扱登録店の情報管理 

記録項目 

1.受付Ｎｏ. 2.事業者名(*) 3.代表者名(*)  4.利用通知用

事業者メールアドレス(*) 5.事業者電話番号  6.本社所在地

住所(*) 7.本社所在地住所(マンション名) 8.事業者アカウ

ントパスワード 9.店舗登録区分(*) 10.店舗コード(*) 11.

表示用カテゴリ(*) 12.取扱い商材(*) 13.利用通知用店舗

メールアドレス(*) 14.表示用店舗電話番号 15.店舗担当者

FAX 番号 16.店舗担当者氏名 17.経理ご担当者（請求書等送

付先）18.メールアドレス 19.表示用店舗郵便番号(*) 20.表

示用店舗住所(*) 21.表示用店舗住所(マンション名) 22.営

業時間 23.定休日 24.金融機関コード 25.金融機関名 

26.金融機関名(カナ) 27.支店コード 28.支店名 29.支店名

(カナ) 30.口座種別 31.口座番号 32.口座名義 33.口座名

義(カナ)  34.店舗 URL 35.表示用店舗紹介文(*) 36.店舗ア

カウント用パスワード 37.感謝券対応(*) 38.感謝券アプリ

公開状態(*) 39.地域通貨対応(*) 40.地域通貨アプリ公開状

態(*) 41.販売店対応 42.TB 精算請求対象 43.店舗名カナ

44.カード会員利用について  

記録範囲 ぽんちゃんＰａｙ取扱登録店 

記録情報の収集方法 ぽんちゃんＰａｙ取扱登録申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 
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作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】都市計画課・計画指導係 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 風致地区内行為許可申請事務にかかる申請受付台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 風致地区内行為許可事務の為 

記録項目 

1 受付日、2 地区名、3 申請者住所、4 申請者氏名、5 行為

地、6 行為の種類、7 敷地面積(㎡)、8 行為面積(㎡) 、9 許

可日、10 受取日 

記録範囲 風致地区内行為許可申請者 

記録情報の収集方法 風致地区内行為許可申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】都市計画課・計画指導係 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 地区計画区域内届出事務にかかる受付台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 地区計画区域内届出事務の為 

記録項目 

1 番号、2 受付年月日、3 適合通知年月日、4 届出者住所、5

届出者氏名、6 行為の場所、7 地区計画の名称、8 行為の種別 

記録範囲 地区計画区域内行為届出者 

記録情報の収集方法 地区計画行為届出書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】都市計画課・計画指導係 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 都市計画決定（変更）事務にかかる説明会参加者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 都市計画決定（変更）事務のため 

記録項目 

1 住所、2 氏名 

記録範囲 説明会参加者 

記録情報の収集方法 参加者名簿に記入 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】都市計画課・計画指導係 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 都市計画決定（変更）事務にかかる閲覧者名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 都市計画決定（変更）事務の為 

記録項目 

1 住所、2 氏名 

記録範囲 原案及び１７条縦覧の閲覧者 

記録情報の収集方法 閲覧者名簿に記入 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 



279 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】都市計画課・計画指導係 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 
開発行為許可事務及び建築許可事務にかかる開発許可入力シス

テム 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 開発行為許可事務の為 

記録項目 

1 申請条項、2 開発登録簿番号、3 受付年月日、4 使用者、5 

手数料、6 申請人①住所、7 申請人①氏名、8 申請人②住所、

9 申請人②氏名 、10 開発区域の地名①、11 地番①、12 開発

区域の地名②、13 地番②、14 予定建築物の用途、15 該当条

号、16、開発区域の面積、17 地区、区域等、18 法第 41 条第

1 項の制限内容、19 公共施設の種類、20 公共施設の位置・区

域、21 工事施行者住所、22 工事施工者氏名、23 許可年月

日、24 許可番号、25 検査日①、26 検査済証交付日①、27 検

査済番号①、28 検査日②、29 検査済証交付日②、30 検査済

番号②、31 完了公告日、32 完了公告番号 

記録範囲 許可申請者 

記録情報の収集方法 開発行為許可申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 



280 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】都市計画課・計画指導係 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 館林市立地適正化計画届出事務にかかる申請受付台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 館林市立地適正化計画届出事務の為 

記録項目 

1 受付日、2 届出者住所、3 届出者氏名、4 区分、5 行為、6 

行為地、7 敷地面積（㎡）、8 用途、9 区画住戸数、10 誘導

施設・床面積、11 通知日 

記録範囲 館林市立地適正化計画届出義務者 

記録情報の収集方法 届出書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 



281 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】都市計画課・計画指導係 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 館林市都市計画審議会委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 館林市都市計画審議会事務の為 

記録項目 

1 氏名、2 選出区分、3 電話番号、4 選出団体等名称、5 住

所、6 生年月日 

記録範囲 館林市都市計画審議会委員 

記録情報の収集方法 承諾書、推薦書、応募申込書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 



282 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】都市計画課・計画指導係 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

個人情報ファイルの名称 広域立地適正化方針推進協議会委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 広域立地適正化方針推進協議会事務の為 

記録項目 

1 氏名 

記録範囲 
館林市、板倉町、明和町、千代田町及び邑楽町の都市計画担当

課長級職員及び担当職員 

記録情報の収集方法 各町の担当者名簿 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 



283 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】都市計画課・計画指導係 

個人情報ファイルの名称 館林邑楽総合開発促進協議会都市計画部会関係職員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 館林邑楽総合開発促進協議会都市計画部会事務の為 

記録項目 

1 氏名 

記録範囲 館林邑楽管内市町の都市計画主管課長・係長、担当職員 

記録情報の収集方法 各町の担当者名簿 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



284 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】都市計画課・計画指導係 

個人情報ファイルの名称 館林市都市計画基本方針等検討委員会事務 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 館林市都市計画基本方針等検討委員会事務の為 

記録項目 

1 氏名、2 選出区分、3 電話番号、4 選出団体等名称、5 住所 

記録範囲 検討委員 

記録情報の収集方法 承諾書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

 作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



285 

条例個人情報ファイル簿（単票）     【課名・係名】都市計画課・施設計画係 

個人情報ファイルの名称 国土利用計画法に基づく届出に係る申請履歴データ 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
国土利用計画法に基づく土地に関する権利の移転等の届出事務

の申請履歴を参照するために利用する 

記録項目 

1 受付日、2 譲受人、3 譲渡人、4 届出地、5 届出面積、6 届出

価格、7 利用目的、8 都市計画、9 用途地域 

記録範囲 国土利用計画法に基づく届出義務者 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



286 

条例個人情報ファイル簿（単票）     【課名・係名】都市計画課・施設計画係 

個人情報ファイルの名称 租税特別措置法に基づく低未利用土地等確認申請書申請者台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
租税特別措置法に基づく低未利用土地等確認申請書の申請者に

ついて申請履歴を参照するために利用する。 

記録項目 

1 受付日、2 申請者、3 譲渡日 4 土地の所在地、5 譲渡前の

利用用途 6 利用開始予定時期、7 譲渡後の利用用途 8 交付年

月日 

記録範囲 租税特別措置法に基づく低未利用土地等確認申請書申請者 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 税務署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



287 

条例個人情報ファイル簿（単票）  【課名・係名】都市計画課・施設計画係 

個人情報ファイルの名称 公拡法届出・申出 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 公拡法に基づく届出及び申出に対する調査・回答事務に利用 

記録項目 

届出等受理年月日、届出申出の別、住所、氏名、届出等に係

る土地に関する所在及び地番、地目、地積、都市計画施設該

当区域、買取り希望団体名、買取り目的事業執行区分、買取

りの目的、通知年月日、買取り協議の結果等協議を開始した

日、協議を終結した日、協議の成立不成立、摘要㎡、摘要円 

記録範囲 公拡法に基づく届出者、買取り希望申出者 

記録情報の収集方法 届出（申出）書 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）： 令和８年４月１日 



288 

条例個人情報ファイル簿（単票）    【課名・係名】都市計画課都市再生推進係 

個人情報ファイルの名称 歴史的街並み景観創出補助金交付実績データ 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
歴史的街並み景観創出補助金の交付実績を確認するために利用

する。 

記録項目 

1 年度、2 申請者、3 補助物件、4 交付金額 

記録範囲 補助金申請者 

記録情報の収集方法 補助金申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



289 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【道路河川課・管理係】 

個人情報ファイルの名称 補償物件所有者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部 道路河川課 

個人情報ファイルの利用目的 所有権等権利関係を把握するため 

記録項目 
１整理番号、２住所、３氏名、４電話番号、５地番  

記録範囲 物件の移設・移転補償の契約を締結した者 

記録情報の収集方法 本人、代理人（委任を受けた者） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市 都市建設部 道路河川課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 

 



290 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【道路河川課・維持係】 

個人情報ファイルの名称 道路掘削承認者ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部 道路河川課 

個人情報ファイルの利用目的 
道路法及び公共物使用等に関する条例に基づき道路管理をする

ため。 

記録項目 
１整理番号、２住所、３氏名、４電話番号、５地番 

記録範囲 道路掘削者 

記録情報の収集方法 本人、代理人（委任を受けた者）、官公署 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市 都市建設部 道路河川課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 

 



291 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【道路河川課・維持係】 

個人情報ファイルの名称 承認工事、公共物改良工事許可者ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部 道路河川課 

個人情報ファイルの利用目的 
承認工事物件及び公共物改良工事物件の監督及び瑕疵担保期間

の管理のため 

記録項目 
１整理番号、２住所、３氏名、４電話番号、５地番 

記録範囲 承認工事及び公共物改良工事の許可を受けた者 

記録情報の収集方法 本人、代理人（委任を受けた者）、官公署 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市 都市建設部 道路河川課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 

 



292 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・公園管理係 

個人情報ファイルの名称 緑のまち推進課・借地一覧（最新） 

行政機関等の名称 館林市長 

 

 
 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 ちびっ子広場等の供用のため 

記録項目 
１施設名称、２所在、３地番、４地目、５借受地積、  

６契約の有無、７所有者氏名 

記録範囲 ちびっ子広場等で民有地を借受している者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、登記事項証明書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



293 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・公園管理係 

個人情報ファイルの名称 占用：占用物件台帳（西暦入り） 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 公園内を占用している物の管理のため 

記録項目 

１公園名、２公園の区分、３占用物件、４施設数、 

５占用開始日、６占用終了日、７申請者名（団体等） 

記録範囲 公園に占用物件を有している者（団体） 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住宅地図 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



294 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・緑化政策係 

個人情報ファイルの名称 保存樹木、樹林、生垣指定一覧台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
保存樹木、樹林、生垣の指定を受けた者への補助金交付事務を

行うため 

記録項目 

１指定番号、２所在地、３地番、４現金・金券、５補助額、 

６指定年月日、７所有者、８氏名、９種類、１０面積、 

１１備考、１２住宅地図（ページ・位置）１３郵便番号、 

１４送付先住所、１５氏名、１６肩書等、 

１７他指定（樹木・樹林・生垣のかぶり）同封物 

記録範囲 市内の保存樹木、樹林、生垣の指定を受けた者 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、住宅地

図 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



295 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・緑化政策係 

個人情報ファイルの名称 誕生記念樹交付台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 誕生記念樹交付に関する通知事務を行うため 

記録項目 

１郵便番号、２住所肩書、３カナ氏名、４漢字氏名、５性別、

６生年月日、７世帯主カナ氏名、８世帯主漢字氏名 

記録範囲 市内の誕生者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



296 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・緑化政策係 

個人情報ファイルの名称 植栽補助金交付者一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 植栽補助金交付対象者の管理事務を行うため 

記録項目 

１名前、２申請日、３交付決定日、４交付金額、 

５樹木 or 生垣、６住所、７金券 or 現金振込、８樹木本数、 

９生垣本数、１０生垣延長（m）、１１計本数 

記録範囲 市内において樹木、生垣を植栽した申請者 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、住宅地

図 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



297 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・公園管理係 

個人情報ファイルの名称 野鳥の森自然公園（土地一覧） 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 土地賃借料支払のため 

記録項目 

１所在、２地番、３地目、４借受地積、５契約の有無、 

６借受金額（年額)、７契約期間、８所有者住所、 

９所有者氏名、１０備考 

記録範囲 野鳥の森自然公園内にある土地所有者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、登記事項証明書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



298 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・緑化政策係 

個人情報ファイルの名称 グリーンバンク樹木交付＆寄附一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 樹木の寄附者・交付者の管理事務を行うため 

記録項目 

１申請者番号、２氏名、３住所、４交付日備考、５集計月、 

６樹木、７本数 

 

記録範囲 樹木の寄附者・交付者 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、住宅地

図 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



299 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・緑化政策係 

個人情報ファイルの名称 花緑ふやし隊員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 花緑ふやし隊員の管理事務を行うため 

記録項目 

１隊員名、２住所、３電話番号、４生年月日、５郵便番号 

記録範囲 花緑ふやし隊員 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、住宅地

図 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



300 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・緑化政策係 

個人情報ファイルの名称 花ねっと申請団体一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 花ねっと申請団体の管理事務を行うため 

記録項目 

１団体名、２代表者名、３代表者住所、４代表者連絡先、 

５活動場所、６活動内容、７参加者数、８参加日 

記録範囲 花ねっと申請団体 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、住宅地

図 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



301 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・緑化政策係 

個人情報ファイルの名称 花と緑の館林づくり協議会名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
花と緑の館林づくり協議会会員への通知事務および管理事務を

行うため 

記録項目 

１役職、２団体名、３氏名等 

記録範囲 花と緑の館林づくり協議会会員 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、住宅地

図 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



302 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・緑化政策係 

個人情報ファイルの名称 館林市緑化推進委員会委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
館林市緑化推進委員会委員への通知事務および管理事務を行う

ため 

記録項目 

１役職、２氏名、３団体名、４委員累計期間、５団体内役職、

６電話番号（団体事務所）、７団体所在地、 

８委員会社所在地、９電話番号（自宅）、１０住所（自宅）、

１１団体留意事項 

記録範囲 館林市緑化推進委員会委員 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、住宅地

図 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



303 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・緑化政策係 

個人情報ファイルの名称 緑化講座名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 緑化講座に参加した方の管理事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３連絡先 

記録範囲 緑化講座に参加した方 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、住宅地

図 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



304 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・公園管理係 

個人情報ファイルの名称 公園施設等清掃協力団体一覧表 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 清掃協力団体に対して、謝礼金交付事務を行うため 

記録項目 

１公園名、２位置、３面積、４協定区域、５公園種別、 

６謝礼金額、７協力団体名等、８協力代表者住所、 

９代表者氏名、１０電話番号 

記録範囲 都市公園等清掃・除草等協力団体 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



305 

条例個人情報ファイル簿（単票）          【課名・係名】緑のまち推進課・緑化政策係 

個人情報ファイルの名称 緑化ボランティア名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部緑のまち推進課 

個人情報ファイルの利用目的 緑化ボランティア名簿への通知事務および管理事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３年齢、４住所、５電話、６推薦者、 

７受付日、８推薦理由、９緑化ヘルパー、１０ふやし隊、 

１１郵便番号 

記録範囲 緑化ボランティア会員 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、住宅地

図 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



306 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課住宅施設係 

個人情報ファイルの名称 市営住宅入居者台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 市営住宅入居者情報を管理するため 

記録項目 

1 入居者氏名、2 入居者生年月日、3 入居者性別、4 入居者職

業、5 入居者連絡先、6 入居者収入及び所得、7 家賃、8 住宅

名、9 連帯保証人氏名、10 連帯保証人生年月日、11 連帯保証

人性別、12 連帯保証人職業、13 連帯保証人連絡先、14 連帯保

証人収入及び所得、15 入居者本籍地、16 入居者障がいの有無 

記録範囲 入居者および連帯保証人 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、公用請求により官公署 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 3 月 17 日 



307 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課住宅施設係 

個人情報ファイルの名称 単身世帯緊急連絡先綴 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 単身の入居者に関して緊急に連絡を取る必要がある場合 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 連絡先、4 入居者との続柄 

記録範囲 入居者以外で連絡が取れる者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 5 年 1 月 23 日 



308 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課住宅施設係 

個人情報ファイルの名称 連帯保証人の状況確認綴 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 連帯保証人の最新の情報を管理するため 

記録項目 

1 入居者氏名、2 入居者住所、3 入居者連絡先、4 連帯保証人氏

名、5 連帯保証人住所、6 連帯保証人連絡先 

記録範囲 入居者及び連帯保証人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（該当なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （該当なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（該当なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（該当なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 5 年 1 月 23 日 



309 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課住宅施設係 

個人情報ファイルの名称 建設リサイクル法届出台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
建設リサイクル法届出事務 

個人情報ファイルの利用目的 
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 10 条に基づ

く届出があったものを把握し関係機関に情報提供するため 

記録項目 

1 発注者氏名、2 受注者氏名、3 着手日、4 完了日、5 工事の場

所、6 工事の内容、7 スベストの有無、8 住宅の有無、9 解体建

物の建築年 

記録範囲 届出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室建設業係 

東部環境事務所大気汚染係 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（該当なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （該当なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（該当なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（該当なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



310 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課住宅施設係 

個人情報ファイルの名称 空家苦情対応一覧 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 空家の情報の把握のため 

記録項目 

1 通報者氏名、2 通報者連絡先、3 空家所在地、4 空家所有者氏

名、5 空家所有者住所 

記録範囲 空家の所有者及び通報者 

記録情報の収集方法 本人、固定資産台帳、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年５月１３日 



311 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課住宅施設係 

個人情報ファイルの名称 空き家除却助成金綴 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 申請者情報を管理するため 

記録項目 

1 申請者氏名、2 申請者住所、3 空家所有者、4 交付額、5 認定

番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年５月１３日 



312 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課住宅施設係 

個人情報ファイルの名称 市営住宅入居者選考委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 市営住宅入居者選考委員会のため 

記録項目 

1 氏名、2 役職、3 任期 

記録範囲 委員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（該当なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （該当なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（該当なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（該当なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年５月１３日 



313 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課住宅施設 

個人情報ファイルの名称 空家等対策協議会委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 空家対策等協議会のため 

記録項目 

1 氏名、2 組織・団体名、3 役職 

記録範囲 委員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（該当なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （該当なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（該当なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（該当なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年５月１３日 



314 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 道路位置指定台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 道路位置指定 

記録項目 

1．収受番号、2．収受月日、3．手数料、4．申請人住所、氏

名、5．指定地番、6．築造承認番号、築造承認年月日、7．指

定番号、指定月日、8．備考（巾員、延長） 

記録範囲 申請人、権利者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 5 年 1 月 18 日 



315 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 建築計画概要書等閲覧申請書 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 建築計画概要管理のため 

記録項目 

１整理番号、２住所、３氏名、４電話番号、５計画建築物の概

要 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年５月１３日 



316 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 省エネ法届出台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 省エネ法による届出管理のため 

記録項目 

１整理番号、２住所、３氏名、４電話番号、５建築計画の概要 

記録範囲 届出者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年５月１３日 



317 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 長期優良住宅申請台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 
長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定の管理のた

め 

記録項目 

１整理番号、２住所、３氏名、４電話番号、５計画建築物の概

要  

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☐有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年５月１３日 



318 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 建築基準法第 12 条第 5 項報告台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 建築基準法第 12 条第 5 項報告管理のため 

記録項目 

１整理番号、２住所、３氏名、４電話番号、５計画建築物の概

要 

記録範囲 申請者、所有者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（該当なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （該当なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（該当なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（該当なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和７年３月１７日 



319 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 建築物省エネ法台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 建築物省エネ法による認定等の管理のため 

記録項目 

１整理番号、２住所、３氏名、４電話番号、５計画建築物の概

要 

記録範囲 建築物省エネ法に係る認定、届出等を申請した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年５月１３日 



320 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 木造住宅耐震改修申込票 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 木造住宅耐震改修事業 

記録項目 

1．番号、2．住所、3．氏名、4．電話番号、5.用途、6．構

造、7．延面積、8．建築時期、9．簡易診断結果、10．受付

日、11.診断者、12．診断結果 

 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



321 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 木造住宅耐震診断申込票 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 木造住宅耐震診断派遣事業 

記録項目 

1．番号、2．住所、3．氏名、4．電話番号、5.用途、6．構

造、7．延面積、8．建築時期、9．簡易診断結果、10．受付

日、11.診断者、12．診断結果 

 

記録範囲 申請者、診断者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



322 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 ブロック塀等撤去申込票 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 ブロック塀等撤去費補助事業 

記録項目 

1．受付番号、2．相談日、3．申請者氏名、4．申請者住所、5. 

電話番号、6．対象場所、7．現地調査の可否、8．現地調査

日、9．補助対象の有無、10．申請日、11.申請順、12．認定

日、13．認定番号、14．完了報告、15．補助金支払 

 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



323 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 木造住宅耐震シェルター申込票 

行政機関等の名称 館林市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 木造住宅耐震シェルター等設置補助事業 

記録項目 

1.整理番号、2．住所、3．氏名、4．電話番号、 

記録範囲 申請者、診断者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－  

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



324 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 低炭素建築物申請台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 都市の低炭素化の促進に関する法律による認定の管理のため 

記録項目 

１整理番号、２住所、３氏名、４電話番号、５計画建築物の概

要 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



325 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 建築審査会委員名簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 建築審査会運営のため 

記録項目 

１役職、２任命区分、３氏名、４所属等、５任期 

記録範囲 委員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 5 年 1 月 18 日 



326 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建築課・建築指導係 

個人情報ファイルの名称 建築許可認定台帳 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 建築許可認定台帳 

記録項目 

1．収受年月日、2．収受番号、3．手数料、4．申請者住所、氏

名、5．建築敷地、地名地番、6．許可内容、7．種別（構造、

工事種別）、8．敷地面積、9．延面積、10．許可年月日 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 7 年 3 月 17 日 



327 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【建築課・住宅施設係】 

個人情報ファイルの名称 空き家の発生を抑制するための特例措置申請者リスト 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 
空き家の発生を抑制するための特例措置関係の事務を行うため

に利用する。 

記録項目 

１申請者氏名、２郵便番号、３住所、４空き家の所在地、５電

話番号、６メールアドレス 

記録範囲 空き家の発生を抑制するための特例措置の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部建築課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日  



328 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】区画整理課・区画整理係 

個人情報ファイルの名称 仮換地調書(西部第一中地区) 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部区画整理課 

個人情報ファイルの利用目的 地権者(土地所有者・借地権者)情報を管理するため 

記録項目 

1 所有者(借地権者)氏名、2 所有者(借地権者)住所、3 土地の

所在(従前地・仮換地)、4 登記地目、5 登記地積、6 基準地

積、7 仮換地地積 

記録範囲 土地の所有者・借地権者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 

 



329 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】区画整理課・区画整理係 

個人情報ファイルの名称 仮換地調書(西部第一南地区) 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部区画整理課 

個人情報ファイルの利用目的 地権者(土地所有者・借地権者)情報を管理するため 

記録項目 

1 所有者(借地権者)氏名、2 所有者(借地権者)住所、3 土地の

所在(従前地・仮換地)、4 登記地目、5 登記地積、6 基準地

積、7 仮換地地積 

記録範囲 土地の所有者・借地権者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 

 



330 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】区画整理課・区画整理係 

個人情報ファイルの名称 仮換地調書(西部第二地区) 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部区画整理課 

個人情報ファイルの利用目的 地権者(土地所有者・借地権者)情報を管理するため 

記録項目 

1 所有者(借地権者)氏名、2 所有者(借地権者)住所、3 土地の

所在(従前地・仮換地)、4 登記地目、5 登記地積、6 基準地

積、7 仮換地地積 

記録範囲 土地の所有者・借地権者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 

 

 



331 

条例個人情報ファイル簿（単票）                      【下水道課】 

個人情報ファイルの名称 受益者負担金収納管理簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 受益者負担金の収納状況を把握するために利用する 

記録項目 

１氏名、２受益者負担金収納状況 

記録範囲 受益者申告書を提出した者（平成１６年度以降） 

記録情報の収集方法 受益者申告書、納入通知書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 関係金融機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部下水道課 

（所在地）〒３７４-８５０１ 群馬県館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

レ法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 レ無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 



332 

条例個人情報ファイル簿（単票）                       【下水道課】 

個人情報ファイルの名称 指定工事店申請書ファイル 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 指定工事店を把握するために利用する 

記録項目 

１指定店代表者、２指定店役員、３指定店責任技術者、４指定

店所在地、５指定店電話番号 

記録範囲 
下水道排水設備指定工事店指定申請書を提出した者（平成１１

年度以降） 

記録情報の収集方法 下水道排水設備指定工事店指定申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部下水道課 

（所在地）〒３７４-８５０１ 群馬県館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

レ法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

平成１１年以前より指定店の指定を行っているが、現在管理し

ている情報は平成１１年度に統一書式で再度申請を受領してい

る情報。 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 



333 

条例個人情報ファイル簿（単票）                      【下水道課】 

個人情報ファイルの名称 水洗便所改造費補助金交付簿 

行政機関等の名称 館林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 水洗便所改造費補助金交付状況を把握するために利用する 

記録項目 

１氏名、２住所 

記録範囲 
館林市公共下水道水洗便所改造費補助金交付申請書を提出した

者（平成１４年度以降） 

記録情報の収集方法 館林市公共下水道水洗便所改造費補助金交付申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市都市建設部下水道課 

（所在地）〒３７４-８５０１ 群馬県館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

レ法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



334 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】教育総務課・総括係 

個人情報ファイルの名称 奨学金管理システム 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部教育総務課 

個人情報ファイルの利用目的 奨学資金の貸与及び返済事務を行うため 

記録項目 

1 奨学生情報（氏名、カナ氏名、生年月日、性別、電話番号、

郵便番号、住所、本籍、出身学校、出身学校成績、在学学校、

家族情報、家族勤務先、家族所得、貸与金額、振込口座、引落

口座）2 保証人情報（氏名、奨学生との続柄、住所、電話番

号） 

記録範囲 奨学生、保証人（２人） 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部教育総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



335 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】教育総務課・総括係 

個人情報ファイルの名称 奨学資金継続貸与者 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部教育総務課 

個人情報ファイルの利用目的 奨学資金の貸与事務を行うため 

記録項目 

1 奨学生情報（氏名、カナ氏名、生年月日、性別、電話番号、

郵便番号、住所、本籍、在学学校、貸与金額、振込口座）2 保

証人情報（氏名、奨学生との続柄、住所、電話番号） 

記録範囲 奨学生、保証人（２人） 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部教育総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



336 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】教育総務課・総括係 

個人情報ファイルの名称 奨学資金新規貸与者 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部教育総務課 

個人情報ファイルの利用目的 奨学資金の貸与事務を行うため 

記録項目 

1 奨学生情報（氏名、カナ氏名、生年月日、性別、電話番号、

郵便番号、住所、本籍、在学学校、貸与金額、振込口座）2 保

証人情報（氏名、奨学生との続柄、住所、電話番号） 

記録範囲 奨学生、保証人（２人） 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部教育総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



337 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】教育総務課・総括係 

個人情報ファイルの名称 奨学資金返済者 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部教育総務課 

個人情報ファイルの利用目的 奨学資金の返済事務を行うため 

記録項目 

1 奨学生情報（氏名、カナ氏名、生年月日、性別、電話番号、

郵便番号、住所、本籍、在学学校、貸与金額、引落口座）2 保

証人情報（氏名、奨学生との続柄、住所、電話番号） 

記録範囲 奨学生、保証人（２人） 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部教育総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



338 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・学事係 

個人情報ファイルの名称 区域外就学申請・許可書 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 館林市外からの就学を希望する児童生徒の申請 

記録項目 

１児童生徒氏名 ２学年 ３生年月日 ４就学希望校 ５児童

生徒の生活の本拠地 ６区域外就学を希望する理由 

記録範囲 区域外就学希望児童生徒の保護者 

記録情報の収集方法 本人、市内小中学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 市内小中学校 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



339 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・指導係 

個人情報ファイルの名称 外国語指導助手（ALT）名簿 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 ALT の生活サポート、連絡、継続任用の決定等をするため 

記録項目 

１ALT 氏名 ２生年月日 ３住所 ４電話番号 ５家族の状況

６最終学歴 

記録範囲 市内小中学校勤務の ALT（派遣を除く） 

記録情報の収集方法 ALT からの自己申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 本人の勤務校 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日



340 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・教育研究所 

個人情報ファイルの名称 不登校を除く児童生徒欠席状況調査 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 月６日以上の長期欠席児童生徒の把握のため 

記録項目 

１氏名 ２学校名 ３学年クラス ４性別 ５欠席日数と欠席

内容 ６年間の報告日数 

記録範囲 市内小中学校該当児童生徒 

記録情報の収集方法 市内小中学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 館林市教育部学校教育課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



341 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・指導係 

個人情報ファイルの名称 児童生徒の問題行動等に関する月例報告 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 
市立小中学生の問題行動等の把握及び群馬県教育委員会への報

告のため 

記録項目 

１該当校名、２学年、３性別、４氏名、５余罪の有無、６報告

月、７発生年月日、８該当問題行動等種別、９問題行動の概

要、10 ネット掲載の有無、11 警察との連携の有無、12 報道の

有無、13 突発的事案の判断、14 報告書の有無、15 いじめ発見

のきっかけ、16 いじめの態様、17 加害人数、18 加害氏名、19

新規報告該当の有無、20 継続・観察・解消の判断、21 いじめ

被害の概要、22 重大事態該当の有無、23 外国籍該当の有無、

24 前年度不登校日数、25 月別不登校日数、26 月別別室登校日

数、27 月別要出席日数、28 月別教育支援センター通室日数、

29 不登校児童生徒について把握した事実、30 不登校等への対

応 

記録範囲 市内小中学校該当児童生徒 

記録情報の収集方法 市内小中学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 群馬県教育委員会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考  

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



342 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・指導係 

個人情報ファイルの名称 初任者研修受講者名簿 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 学校への事務連絡等 

記録項目 

１本人氏名 ２勤務校 ３担当学年・学級  

記録範囲 市内小中学校の初任者 

記録情報の収集方法 市内小中学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 群馬県教育委員会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



343 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・指導係 

個人情報ファイルの名称 児童生徒の交通事故報告 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 
市立小中学生の交通事故状況の把握及び群馬県教育委員会への

報告のため 

記録項目 

１該当校名、２学年、３性別、４氏名、７発生年月日、８該当

事故等種別、９交通事故の概要、12 報道の有無、 

記録範囲 小中学校児童生徒 

記録情報の収集方法 市内小中学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



344 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・学事係 

個人情報ファイルの名称 英語検定料補助金交付申請者名簿 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 英語検定料補助金の申請者を取りまとめるため 

記録項目 

１申請日 ２申請日 ３受検月 ４氏名 ５学校名 ６学年 

７受検級 ８受検料 ９補助額 

記録範囲 英語検定料補助金の申請者（保護者） 

記録情報の収集方法 本人、市内小中学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



345 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・指導係 

個人情報ファイルの名称 英語村イベント参加者名簿 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 イベント運営、保護者への連絡のため 

記録項目 

１児童生徒氏名 ２該当校名 ３学年 ４保護者メールアドレ

ス ５電話番号 ６兄弟姉妹の有無 ７兄弟姉妹が参加する場

合は、その氏名 

記録範囲 市内小中学校児童生徒（イベント申込者） 

記録情報の収集方法 本人、保護者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



346 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・学事係 

個人情報ファイルの名称 教職員ストレスチェック結果 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 
小中学校教職員の心身の健康状態の把握及び自身の健康増進を

図るため 

記録項目 

１職員番号 ２氏名 ３性別 ４年齢 ５学校名 ６評価内容 

記録範囲 市立小中学校県費負担教職員 

記録情報の収集方法 本人、委託業者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 本人 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☐法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



347 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・指導係 

個人情報ファイルの名称 学校運営協議会委員名簿 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 市立小中学校の学校運営協議会委員の承認、組織編制のため 

記録項目 

１氏名 ２生年月日 ３性別 ４住所 ５所属（職業） 

記録範囲 
市立小中学校の学校運営協議会委員（教職員、公民館長、区長

等） 

記録情報の収集方法 市内小中学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 市立小中学校 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



348 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・指導係 

個人情報ファイルの名称 ボランティア名簿 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 ボランティア保険適用のための県への報告 

記録項目 

１氏名 ２性別 ３電話番号 

記録範囲 市内のボランティア参加者 

記録情報の収集方法 市内小中学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 市内小中学校 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



349 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・学事係 

個人情報ファイルの名称 就学時健康診断受診者名簿 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 就学時健康診断の対象者（受診者）を把握するため 

記録項目 

１就学小学校名 ２氏名 ３性別 ４生年月日 ５国籍 ６住

所 ７行政区 ８保護者氏名 ９続柄 10 異動内容 11 就学

時健診通知 

記録範囲 市内小学校の新入学予定者 

記録情報の収集方法 学齢簿システム、市内小中学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 市内小中学校 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☐法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



350 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・学事係 

個人情報ファイルの名称 新入学予定者一覧表 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 
小中学校の新入学予定者を把握し、入学通知書を発行・送付す

るため。 

記録項目 

１就学小学校名 ２氏名 ３性別 ４生年月日 ５国籍 ６住

所 ７行政区 ８保護者氏名 ９続柄 10 異動内容 11 就学

時健診通知 

記録範囲 市内小中学校の新入学予定者 

記録情報の収集方法 学齢簿システム、学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 市内小中学校 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☐法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



351 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・教育研究所 

個人情報ファイルの名称 教育支援センター関係事務 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 適応指導教室に関わる指導に活用するため 

記録項目 

１児童氏名 ２児童生徒保護者氏名 ３生年月日 ４保護者職

業 ５現住所 ６電話番号 ７緊急連絡先 ８家族構成 ９通

学路地図 １０身体に関わること 

記録範囲 市内小中学校該当児童生徒 

記録情報の収集方法 市内小中学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 館林市教育部学校教育課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



352 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・教育研究所 

個人情報ファイルの名称 来所相談記録表 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 相談統計作成のため 

記録項目 

１児童生徒氏名 ２性別 ３生年月日 ４ 学校名 ５現住所

６家族及び同居者 ７生活の様子 

記録範囲 小中学校該当児童生徒とその保護者 

記録情報の収集方法 本人・保護者との面談・相談による 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 館林市教育部学校教育課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



353 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・教育研究所 

個人情報ファイルの名称 訪問相談記録表 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育部 学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 相談統計作成のため 

記録項目 

１相談対象者の氏名 ２性別 ３学校名 ４学年 ５相談概要 

記録範囲 小中学校該当児童生徒とその保護者 

記録情報の収集方法 本人・保護者との面談・相談による 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 館林市教育部学校教育課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市教育部学校教育課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



354 

条例個人情報ファイル簿（単票）                 【文化振興課・芸術文化係】 

個人情報ファイルの名称 芸術文化関連講座等参加者名簿ファイル 

行政機関等の名称 教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部文化振興課 

個人情報ファイルの利用目的 講座及び講演会の参加者情報を管理するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５保護者氏名、６

保護者住所 

記録範囲 講座参加申し込み者、保護者 

記録情報の収集方法 本人、保護者又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



355 

条例個人情報ファイル簿（単票）                 【文化振興課・文化財係】 

個人情報ファイルの名称 埋蔵文化財受付簿ファイル 

行政機関等の名称 教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部文化振興課 

個人情報ファイルの利用目的 埋蔵文化財発掘届の管理のため 

記録項目 

１受付番号 ２受付日 ３回答日 ４遺跡名 ５時代・種別 

６遺跡番号 ７土地の所在地 ８土地所有者の住所 ９土地所

有者の氏名 10 申請者の住所 11 申請者の氏名 12 代理人

(事業所)の住所 13 代理人の名称 14 代理人の電話番号 15

工事目的・概要 16 工事期間 17 施工責任者 18 指導事項  

記録範囲 土地所有者、権利者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



356 

条例個人情報ファイル簿（単票）                 【文化振興課・文化財係】 

個人情報ファイルの名称 指定文化財所有者等名簿ファイル 

行政機関等の名称 教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部文化振興課 

個人情報ファイルの利用目的 指定文化財の所有者等の情報を管理するため 

記録項目 

【指定文化財・登録文化財の所有者・管理者】 

１氏名、２住所、３電話番号、４種類及び番号、５文化財の名称、６

文化財の所在地 ８指定・登録年月日 

【重要無形民俗文化財（郷土芸能）の技能保持者】 

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５文化財の種類、６文化

財の名称、７認定年月日 

記録範囲 文化財の所有者・管理者、技能保持者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



357 

条例個人情報ファイル簿（単票）            【文化振興課・文化財係・資料活用係】 

個人情報ファイルの名称 文化財保護審議会等委員名簿ファイル 

行政機関等の名称 教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部文化振興課 

個人情報ファイルの利用目的 文化財保護審議会等の委員情報を管理するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号  

記録範囲 文化財保護審議会等委員 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



358 

条例個人情報ファイル簿（単票）            【文化振興課・文化財係・資料活用係】 

個人情報ファイルの名称 文化財調査関係者名簿ファイル 

行政機関等の名称 教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部文化振興課 

個人情報ファイルの利用目的  

記録項目 

１関係者氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５資料及び

文化財の所在地 

記録範囲 文化財の所有者、郷土ゆかりの人物の子孫、研究者等 

記録情報の収集方法 本人、子孫又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



359 

条例個人情報ファイル簿（単票）            【文化振興課・文化財係・資料活用係】 

個人情報ファイルの名称 文化財関連講座等参加者名簿ファイル 

行政機関等の名称 教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部文化振興課 

個人情報ファイルの利用目的 講座及び講演会の参加者情報を管理するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４保護者氏名、５メールアドレ

ス 

記録範囲 講座参加申し込み者、保護者 

記録情報の収集方法 本人、保護者又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



360 

条例個人情報ファイル簿（単票）                 【文化振興課・資料活用係】 

個人情報ファイルの名称 資料館・田山花袋記念文学館収蔵資料目録ファイル 

行政機関等の名称 教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部文化振興課 

個人情報ファイルの利用目的 施設の収蔵資料目録情報を管理するため 

記録項目 

１資料提供者氏名、２住所、３電話番号、４受入番号、５分類

番号、６資料名 ７時代 ８点数 ９寸法 10 資料の説明 

記録範囲 資料館等への資料寄贈者・寄託者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



361 

条例個人情報ファイル簿（単票）                 【文化振興課・文化財係】 

個人情報ファイルの名称 発掘作業員登録者名簿ファイル 

行政機関等の名称 教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部文化振興課 

個人情報ファイルの利用目的 発掘作業員任用における登録者情報を管理するため 

記録項目 

１登録者氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５メールア

ドレス 

記録範囲 発掘作業員登録者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



362 

条例個人情報ファイル簿（単票）               【文化振興課・日本遺産推進係】 

個人情報ファイルの名称 「日本遺産」推進協議会委員等名簿ファイル 

行政機関等の名称 教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部文化振興課 

個人情報ファイルの利用目的 委員及び報酬支払事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５マイナンバー 

記録範囲 「日本遺産」推進協議会委員、地域プロデューサー等 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



363 

条例個人情報ファイル簿（単票）               【文化振興課・日本遺産推進係】 

個人情報ファイルの名称 日本遺産関連講座等参加者名簿ファイル 

行政機関等の名称 教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部文化振興課 

個人情報ファイルの利用目的 講座及び講演会の参加者情報を管理するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５保護者氏名、６

保護者住所、7 メールアドレス 

記録範囲 講座参加申し込み者、保護者 

記録情報の収集方法 本人、保護者又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



364 

条例個人情報ファイル簿（単票）                【文化振興課・資料活用係】 

個人情報ファイルの名称 市史編さん施設収蔵資料目録ファイル 

行政機関等の名称 教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部文化振興課 

個人情報ファイルの利用目的 施設の収蔵資料目録情報を管理するため 

記録項目 

１資料提供者氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５資料

番号 

記録範囲 文化財の所有者、郷土ゆかりの人物の子孫、研究者等 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 館林市城町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日  



365 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】図書館・奉仕係 

個人情報ファイルの名称 図書館視聴覚教育ファイル 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部図書館 

個人情報ファイルの利用目的 図書館視聴覚教育事務を行うため 

記録項目 

１16 ミリ映写機操作技術認定者情報（氏名、住所、生年月

日、電話番号、団体名、認定番号、申請理由、交付年月日） 

記録範囲 図書館視聴覚教育関係者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 



366 

条例個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】図書館・奉仕係 

個人情報ファイルの名称 図書館協議会ファイル 

行政機関等の名称 館林市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
館林市教育部図書館 

個人情報ファイルの利用目的 図書館協議会関係事務を行うため 

記録項目 

１図書館協議会委員個人票情報（氏名、氏名カナ、住所、生年

月日、電話番号）、２附属機関等委員応募申込書情報（氏名、

氏名カナ、性別、生年月日、住所、住民登録日、電話番号、

ファックス番号、職業、勤務先、市等の参画状況、応募理由） 

記録範囲 図書館協議会委員及び公募申込者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）館林市総務部総務課 

（所在地）〒374-8501 群馬県館林市城町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

記録項目の「２附属機関等委員応募」は委員公募のときに記録 

作成日（最終修正日）：令和８年４月１日 


